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平成３０年６月２９日 

 

 

株式会社ＡＲＳに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 

 

消費者庁は、本日、株式会社ＡＲＳ（以下「ＡＲＳ」といいます。）に対し、同社

が供給する日常生活における各種トラブルを解決するための９役務に係る表示につ

いて、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、課徴金納付命令（別添参照）を行

いました。 

 

１ 違反行為者の概要 

  名  称 株式会社ＡＲＳ（法人番号 4010001140971） 

  所 在 地  東京都台東区上野七丁目６番５号 

  代 表 者  代表取締役 河村 公紀 

  設立年月 平成２３年７月 

  資 本 金  １０００万円（平成３０年６月現在） 

 

２ 課徴金納付命令の概要 

(1) 課徴金対象行為（違反行為）に係る役務 

別表１、別表２及び別表３記載の日常生活におけるトラブルを解決するための

９役務の各役務 

 

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 

    自社ウェブサイト及び自社とは無関係の事業者が運営するものであるかの

ように装ったウェブサイト 

  イ 表示内容と実際 

   (ｱ) 役務提供の拠点数に係る表示 

    ａ 表示内容 

      別表１記載の４役務及び別表３記載の２役務の各役務について、それぞ

れ、自社ウェブサイトにおいて、別表４及び別表１５「表示内容」欄記載

のとおり記載することにより、あたかも、当該６役務の各役務を提供する

拠点が全国各地に１，０００か所又は１，０００か所以上と多数存在する

かのように示す表示をしていた（例として別紙１及び別紙３「（ｱ）」の箇

所参照）。 

    ｂ 実際 

      当該６役務の各役務を提供する拠点の数は、それぞれ、別表４及び別表
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１５「実際の内容」欄記載のとおりであって１，０００を大きく下回って

いた。 

   (ｲ) 受注実績及び取材実績に係る表示 

    ａ 表示内容 

      自社ウェブサイトにおいて 

     ① 別表１記載の４役務及び別表３記載の２役務の各役務について、それ

ぞれ、別表５及び別表１６「表示内容」欄記載のとおり記載することに

より、あたかも、当該６役務の各役務の年間受注実績等が１０万件又は

１０万件以上であるかのように示す表示をしていた（例として別紙１及

び別紙３「（ｲ）①」の箇所参照）。 

     ② 別表１記載の４役務のうち「クラピタル」と称する屋号による鍵トラ

ブル解決サービスを除く３役務、別表２記載の３役務のうち「街の鍵屋

さん」と称する屋号による鍵トラブル解決サービスを除く２役務及び

「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービスの各役

務について、それぞれ、別表５、別表１２及び別表１６「表示内容」欄

記載のとおり記載することにより、あたかも、当該６役務の各役務につ

いて、同各表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等

から多数の受注実績があるかのように示す表示をしていた（例として別

紙１、別紙２及び別紙３「（ｲ）②」の箇所参照）。 

     ③ 別表１記載の４役務及び「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラ

ブル解決サービスの各役務について、それぞれ、別表５及び別表１６「表

示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該５役務の

各役務について、同各表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの

取材実績があるかのように示す表示をしていた（例として別紙１「（ｲ）

③」の箇所参照）。 

    ｂ 実際 

     ① 前記ａ①について、当該６役務の各役務に係る年間受注実績等は、そ

れぞれ、別表５及び別表１６「実際の内容」欄記載のとおりであって１

０万件を大きく下回っていた。 

     ② 前記ａ②について、当該６役務の各役務に係る別表５、別表１２及び

別表１６「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等から

の受注実績は、それぞれ、同各表「実際の内容」欄記載のとおりであっ

てこれらの一部又は大部分からの受注実績がなかった。 

③ 前記ａ③について、当該５役務の各役務に係る別表５及び別表１６

「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材実績は、それぞれ、

同各表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部又は全部か

らの取材実績がなかった。 
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   (ｳ) 「最大手」、「業界Ｎｏ．１」、「日本一」等の表示 

    ａ 表示内容 

      自社ウェブサイトにおいて 

     ① 別表１記載の４役務の各役務について、それぞれ、別表６「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該４役務の各役務に

係る業界において自社が最大手又は一番の事業者であるかのように示

す表示をしていた（例として別紙１「（ｳ）①」の箇所参照）。 

     ② 別表１記載の４役務の各役務について、それぞれ、別表７「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該４役務の各役務に

係る業界において自社の技術力が第１位であるかのように示す表示を

していた（例として別紙１「（ｳ）②」の箇所参照）。 

     ③ 別表１記載の４役務の各役務について、それぞれ、別表８「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該４役務の各役務に

係る業界において自社の年間受注実績が第１位であるかのように示す

表示をしていた（例として別紙１「（ｳ）③」の箇所参照）。 

     ④ 別表１記載の４役務の各役務について、それぞれ、別表９「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該４役務の各役務に

ついて自社が実施した顧客アンケートにおける「大満足」又は「満足」

と回答した者の割合が９３．０％であり、また、当該４役務の各役務に

係る業界において自社の顧客満足度が第１位であるかのように示す表

示をしていた（例として別紙１「（ｳ）④」の箇所参照）。 

     ⑤ 別表２記載の３役務の各役務について、それぞれ、別表１３「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該３役務の各役

務の質及び技術力が高いことから、当該３役務の各役務を利用しようと

する一般消費者が所在する地域において自社の顧客満足度が第１位で

あるかのように示す表示をしていた（例として別紙２「（ｳ）⑤」の箇所

参照）。 

     ⑥ 「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービスについ

て、別表１７「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたか

も、当該役務に係る自社の顧客満足度が継続して高水準を達成している

かのように示す表示をしていた。 

    ｂ 実際 

      前記ａの表示について、当庁は、景品表示法第８条第３項の規定に基づ

き、ＡＲＳに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、ＡＲＳは、①、④、⑤及び⑥の表示については当該資

料を提出せず、②及び③の表示については資料を提出したが、当該資料は

いずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認

められないものであった。 
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   (ｴ) 作業員の現場到着時間に係る表示 

    ａ 表示内容 

  別表１記載の４役務、別表２記載の３役務及び別表３記載の２役務の各

役務について、それぞれ、自社ウェブサイトにおいて、別表１０、別表１

４及び別表１８「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたか

も、当該９役務の各役務について、同業他社と比較して作業員が最も早く

現場に到着し、また、最短１５分での到着も期待できるかのように示す等

の表示をしていた（例として別紙１、別紙２及び別紙３「（ｴ）」の箇所参

照）。 

ｂ 実際 

  前記ａの表示について、当庁は、景品表示法第８条第３項の規定に基づ

き、ＡＲＳに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、ＡＲＳは、同業他社と比較して作業員が最も早く現場

に到着するかのように示す表示については当該資料を提出せず、最短１５

分での到着も期待できるかのように示す等の表示については資料を提出

したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示

すものであるとは認められないものであった。 

   (ｵ) 比較サイトにおける同業他社との比較表示 

    ａ 表示内容 

① 「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サー

ビス、「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービ

ス及び「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス

の各役務について、それぞれ、実際にはＡＲＳが運営しているにもかか

わらず自社とは無関係の事業者が運営するものであるかのように装っ

た「電気のトラブルお助け隊」と称する比較サイトにおいて、別表１１

「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該サイ

ト運営事業者が、５０を超す電気トラブル解決サービス提供事業者から

選定した１５事業者のサービス内容を客観的に比較した結果、「電気の

１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービスが第１

位、「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービス

が第２位、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サー

ビスが第３位として評価されたかのように示す表示をしていた（別紙４

「（ｵ）」の箇所参照）。 

② 「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスについ

て、実際にはＡＲＳが運営しているにもかかわらず自社とは無関係の事

業者が運営するものであるかのように装った「害虫＆害獣駆除業者比較

ナビ」と称する比較サイトにおいて、別表１１「表示内容」欄記載のと

おり記載することにより、あたかも、当該サイト運営事業者が、全国か
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ら選定した１５の害虫トラブル解決サービス提供事業者のサービス内

容を客観的に比較した結果、「クラピタル」と称する屋号による害虫ト

ラブル解決サービスが第１位として評価されたかのように示す表示を

していた（別紙５「（ｵ）」の箇所参照）。 

    ｂ 実際 

      前記ａの表示について、当庁は、景品表示法第８条第３項の規定に基づ

き、ＡＲＳに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、ＡＲＳは、当該資料を提出しなかった。 

 

(3) 課徴金対象期間 

   別表１、別表２及び別表３「課徴金対象期間」欄記載の各期間 

 

 (4) 景品表示法第８条第１項ただし書に該当しない理由 

   ＡＲＳは、別表１、別表２及び別表３記載の９役務の各役務について、前記(2)

の課徴金対象行為に係る表示の内容が実際のものと異なることを認識した上で、

又は、当該表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、前記(2)の

課徴金対象行為をしていた。 

 

 (5) 命令の概要（課徴金の額） 

   ＡＲＳは、平成３１年１月３０日までに、別表１、別表２及び別表３「課徴金

額」欄記載の額を合計した４９８８万円を支払わなければならない。 

 

 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電  話：０３（３５０７）９２３３ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.caa.go.jp/ 
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別表１ 

役務 課徴金対象期間 課徴金額 

「電気の110番救急車」と称する屋号に

よる電気トラブル解決サービス 

平成28年４月１日から 

平成29年12月31日までの間 
16,390,000円 

「クラピタル」と称する屋号による鍵

トラブル解決サービス 

平成28年４月１日から 

平成29年７月20日までの間 
7,530,000円 

「クラピタル」と称する屋号によるガ

ラストラブル解決サービス 

平成28年４月１日から 

平成29年７月20日までの間 
1,910,000円 

「クラピタル」と称する屋号による害

虫トラブル解決サービス 

平成28年４月１日から 

平成29年12月27日までの間 
2,450,000円 

 

 

別表２ 

役務 課徴金対象期間 課徴金額 

「街の電気屋さん」と称する屋号によ

る電気トラブル解決サービス 

平成28年４月１日から 

平成29年12月31日までの間 
10,240,000円 

「街の鍵屋さん」と称する屋号による

鍵トラブル解決サービス 

平成28年４月１日から 

平成29年８月25日までの間 
3,760,000円 

「街のガラス屋さん」と称する屋号に

よるガラストラブル解決サービス 

平成28年４月１日から 

平成29年８月25日までの間 
2,330,000円 

 

 

別表３ 

役務 課徴金対象期間 課徴金額 

「ライフ救急車」と称する屋号による

電気トラブル解決サービス 

平成28年４月１日から 

平成29年12月31日までの間 
3,450,000円 

「ライフ救急車」と称する屋号による

鍵トラブル解決サービス 

平成28年４月１日から 

平成29年８月25日までの間 
1,820,000円 
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サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
全
国

１
０
０
０
拠
点
！
」
 

・
「
１
０
０
０
拠
点
」
 

・
「
１
，
０
０
０
拠
点
 
全
国
各
地
に
ス
タ
ッ

フ
を
配
備
」
 

・「
全
国
１
，
０
０
０
以
上
の
拠
点
に
４
，
０
０
０
人
以
上
の

ス
タ
ッ
フ
が
常

駐
！
！
」
 

・「
Ａ
 
ど
の
エ
リ
ア
に
対
応
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
？
 

Ｑ
 
全
国
４
７

都
道
府
県
に
、
１
，
０
０
０
店
舗
以
上
の
拠
点
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。」

 

当
該

役
務

を
提

供
す

る
拠

点
の

数
は

お
お

む
ね

９
０
以
下
 



 

  

８ 

別
表
５
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

１
 

「
電

気
の

１
１

０
番

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ

ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
年
間

実
績
１
０
万
件
以
上
 
業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
実
績
」
 

・
「
選
ば

れ
て
年
間
１
０
万
件
。
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
１
 
年
間
実
績
１
０
万
件

以
上
」
 

・
「
官
公
庁
・
有
名
企
業
御
用
達
の
確
か
な
実
績
あ
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
」
と

記
載
す
る
と
と
も
に
、「

官
公
庁
」
と
記
載
し

た
上
で
、
防
衛
省
、
警
察
庁
、

国
税
庁
及
び
国
土
交
通
省
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
を
、
ま
た
、「

有
名
企
業
」
と

記
載
し
た
上
で
、
全
農
、
日
本
郵
便
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
及
び
関
西
電
力
の
ロ

ゴ
マ
ー
ク
等
を
記
載
。
 

・「
安
心
ポ
イ
ン
ト
３
 
メ
デ
ィ
ア
取
材
実
績
ア
リ
 
日
本
テ
レ

ビ
Ｚ
Ｉ
Ｐ
！
 

テ
レ
ビ
朝
日
グ
ッ
ド
！
モ
ー
ニ
ン
グ
 
関
西
テ
レ
ビ
よ
～
い
ど
ん
！
 
メ

デ
ィ
ア
・
公
へ
の
露
出
が
安
心
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
」
 

・
平

成
２

７
年

及
び

平
成

２
８

年
に

お
け

る
最

多
の
年
間
受
注
実
績
は
１
２
，
４
５
８
件
 

・
防

衛
省

、
警

察
庁

、
国

土
交

通
省

、
全

農
、

Ｊ
Ｒ

東
日

本
及

び
関

西
電

力
の

ロ
ゴ

マ
ー

ク

等
に

係
る

事
業

者
等

か
ら

の
受

注
実

績
は

な

い
。
 

・
い

ず
れ

の
テ

レ
ビ

番
組

か
ら

も
取

材
実

績
は

な
い
。
 

２
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

鍵
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ

ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
年
間

実
績
１
０
万
件
以
上
 
業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
実
績
」
 

・
「
選
ば

れ
て
年
間
１
０
万
件
。
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
１
 
年
間
実
績
１
０
万
件

以
上
」
 

・「
安
心
ポ
イ
ン
ト
３
 
メ
デ
ィ
ア
取
材
実
績
ア
リ
 
日
本
テ
レ

ビ
Ｚ
Ｉ
Ｐ
！
 

テ
レ
ビ
朝
日
グ
ッ
ド
！
モ
ー
ニ
ン
グ
 
関
西
テ
レ
ビ
よ
～
い
ど
ん
！
 
メ

デ
ィ
ア
・
公
へ
の
露
出
が
安
心
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
」
 

・
平

成
２

７
年

及
び

平
成

２
８

年
に

お
け

る
最

多
の
年
間
受
注
実
績
は
１
６
，
４
６
５
件
 

・
日

本
テ

レ
ビ

の
「

Ｚ
Ｉ

Ｐ
！

」
と

称
す

る
テ

レ
ビ

番
組

及
び

テ
レ

ビ
朝

日
の

「
グ

ッ
ド

！

モ
ー

ニ
ン

グ
」

と
称

す
る

テ
レ

ビ
番

組
か

ら

の
取
材
実
績
は
な
い
。
 

３
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

ガ
ラ

ス
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
年
間

実
績
１
０
万
件
以
上
 
業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
実
績
」
 

・
「
選
ば

れ
て
年
間
１
０
万
件
。
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
１
 
年
間
実
績
１
０
万
件

以
上
」
 

・
「
官
公
庁
・
有
名
企
業
御
用
達
の
確
か
な
実
績
あ
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
」
と

記
載
す
る

と
と
も
に
、「

官
公
庁
」
と
記
載
し
た
上
で
、
防
衛
省
、
警
察
庁
、

国
税
庁
及
び
国
土
交

通
省
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
を
、
ま
た
、「

有
名
企
業
」
と

記
載
し
た
上
で
、
全
農
、
日
本
郵
便
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
及
び
関
西
電
力
の
ロ

ゴ
マ
ー
ク
等
を
記
載
。
 

・「
安
心
ポ
イ
ン
ト
３
 
メ
デ
ィ
ア
取
材
実
績
ア
リ
 
日
本
テ
レ

ビ
Ｚ
Ｉ
Ｐ
！
 

テ
レ
ビ
朝
日
グ
ッ
ド
！
モ
ー
ニ
ン
グ
 
関
西
テ
レ
ビ
よ
～
い
ど
ん
！
 
メ

デ
ィ
ア
・
公
へ
の
露
出
が
安
心
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
」
 

・
平

成
２

７
年

及
び

平
成

２
８

年
に

お
け

る
最

多
の
年
間
受
注
実
績
は
４
，
３
６
４
件
 

・
警

察
庁

、
国

税
庁

、
国

土
交

通
省

、
Ｊ

Ｒ
東

日
本

及
び

関
西

電
力

の
ロ

ゴ
マ

ー
ク

等
に

係

る
事
業
者
等
か
ら
の
受
注
実
績
は
な
い
。
 

・
関

西
テ

レ
ビ

の
「

よ
～

い
ど

ん
！

」
と

称
す

る
テ
レ
ビ
番
組
か
ら
の
取
材
実
績
は
な
い
。
 

４
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

平
成

２
８

年
４

月
・
「
年
間

実
績
１
０
万
件
以
上
 
業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
実
績
」
 

・
平

成
２

７
年

及
び

平
成

２
８

年
に

お
け

る
最



 

  

９ 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

称
す

る
屋

号
に

よ
る

害
虫

ト
ラ

ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
選
ば

れ
て
年
間
１
０
万
件
。
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
１
 
年
間
実
績
１
０
万
件

以
上
」
 

・
「
官
公
庁
・
有
名
企
業
御
用
達
の
確
か
な
実
績
あ
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
」
と

記
載
す
る

と
と
も
に
、「

官
公
庁
」
と
記
載
し
た
上
で
、
防
衛
省
、
警
察
庁
、

国
税
庁
及
び
国
土
交
通
省
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
を
、
ま
た
、「

有
名
企
業
」
と

記
載
し
た
上
で
、
全
農
、
日
本
郵
便
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
及
び
関
西
電
力
の
ロ

ゴ
マ
ー
ク
等
を
記
載
。
 

・「
安
心
ポ
イ
ン
ト
３
 
メ
デ
ィ
ア
取
材
実
績
ア
リ
 
日
本
テ
レ

ビ
Ｚ
Ｉ
Ｐ
！
 

テ
レ
ビ
朝
日
グ
ッ
ド
！
モ
ー
ニ
ン
グ
 
関
西
テ
レ
ビ
よ
～
い
ど
ん
！
 
メ

デ
ィ
ア
・
公
へ
の
露
出
が
安
心
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
」
 

多
の
年
間
受
注
実
績
は
１
，
６
９
６
件
 

・
防

衛
省

、
警

察
庁

、
国

税
庁

、
全

農
、

Ｊ
Ｒ

東
日

本
及

び
関

西
電

力
の

ロ
ゴ

マ
ー

ク
等

に

係
る
事
業
者
等
か
ら
の
受
注
実
績
は
な
い
。
 

・
い

ず
れ

の
テ

レ
ビ

番
組

か
ら

も
取

材
実

績
は

な
い
。
 

 

別
表
６
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の

１
１

０
番

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ

ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
業
界
最
大
手
の
電
気

の
プ
ロ
が
即
日
対
応
し
ま
す
。
」
 

・
「
電
気
の
救
急
車
は
日
本
一
の
電
気
業
者
で
す
！
」
 

・
「
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
電
気
工
事
業
者
」
 

２
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

鍵
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ

ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
業
界
最
大
手
の
鍵
の
プ
ロ
が
即
日
対
応
し
ま
す
。」

 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
日
本
一
の
鍵
業
者
で
す
！
」
 

・
「
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
鍵
業

者
で
す
。
」
 

３
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

ガ
ラ

ス
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
業
界
最
大
手
の
ガ
ラ
ス
の
プ
ロ
が
即
日
対
応
し
ま
す
。」

 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
日
本
一
の
ガ
ラ
ス
業
者
で
す
！
」
 

・
「
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
ガ
ラ

ス
業
者
」
 

・
「
業
界

最
大
手
の
ガ
ラ

ス
屋
」
 

４
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

害
虫

ト
ラ

ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
業
界
最
大
手
の
害
虫

の
プ
ロ
が
即
日
対
応
し
ま
す
。
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
日
本

一
の
害
虫
駆
除
業
者
で
す
！
」
 

・
「
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
害
虫
駆
除
業
者
」
 



 

  

１０ 

別
表
７
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の
１

１
０

番

救
急

車
」
と

称
す

る

屋
号

に
よ
る

電
気

ト

ラ
ブ

ル
解
決

サ
ー

ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
１
 
技
術
力
 
ト
ラ
ブ
ル
解
決
日
本
一
！
」
 

・
「
技
術
力
 
日
本
一
！
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
２
 
日
本
一
の
電
気
工
事
技
術
」
 

・
「
日
本
一
の
技
術
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
」
 

２
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

鍵
ト

ラ
ブ
ル

解
決

サ

ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
１
 
技
術
力
 
ト
ラ
ブ
ル
解
決
日
本
一
！
」
 

・
「
技
術
力
 
日
本
一
！
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
２
 
日
本
一
の
鍵
開
け
技
術
」
 

・
「
日
本
一
の
技
術
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
」
 

３
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

ガ
ラ

ス
ト
ラ

ブ
ル

解

決
サ
ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
１
 
技
術
力
 
ト
ラ
ブ
ル
解
決
日
本
一
！
」
 

・
「
技
術
力
 
日
本
一
！
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
２
 
日
本
一
の
ガ
ラ
ス
工
事
技
術
」
 

・
「
日
本
一
の
技
術
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
」
  

・
「
日
本
一
を
誇
る
技
術
力
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
い
た
し
ま
す
。
」
 

４
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

害
虫

ト
ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
１
 
技
術
力
 
ト
ラ
ブ
ル
解
決
日
本
一
！
」
 

・
「
技
術
力
 
日
本
一
！
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
２
 
日
本
一
の
害
虫
駆
除
技
術
」
 

・
「
日
本
一
の
技
術
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
」
 

・
「
日
本
一
を
誇
る
対
応
実
績
と
技
術
力
で
、
お
客
様
の
害
虫
・
害
獣
・
害
鳥
ト
ラ
ブ
ル
を
適
切
に
解
決
い
た
し
ま
す
。」

 

 

別
表
８
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の
１

１
０

番

救
急

車
」
と

称
す

る

屋
号

に
よ
る

電
気

ト

ラ
ブ

ル
解
決

サ
ー

ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
２
 

対
応
実
績
 

年
間
実

績
日
本
一
！

 
設
備
工
事
サ

ー
ビ
ス
業
に

お
け
る
公
開
デ

ー
タ
を
同
業

他
社
と
比
較
（

２
０

１
５
年
 
自
社
調
べ
）」

 

・
「
対
応
実
績
 
日
本
一
！
」
 

２
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

・
「
そ
の
２
 

対
応
実
績
 

年
間
実

績
日
本
一
！

 
鍵
修
理
サ
ー

ビ
ス
業
に
お

け
る
公
開
デ
ー

タ
を
同
業
他

社
と
比
較
（
２

０
１

５
年
 
自
社
調
べ
）
」
 



 

  

１１ 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

鍵
ト

ラ
ブ
ル

解
決

サ

ー
ビ
ス
 

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
対
応

実
績
 
日
本
一
！
」
 

３
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

ガ
ラ

ス
ト
ラ

ブ
ル

解

決
サ
ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
２
 

対
応
実
績
 

年
間
実

績
日
本
一
！

 
設
備
サ
ー
ビ

ス
業
に
お
け

る
公
開
デ
ー
タ

を
同
業
他
社

と
比
較
（
２
０

１
５

年
 
自
社
調
べ
）」

 

・
「
対
応
実
績
 
日
本
一
！
」
 

４
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

害
虫

ト
ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
２
 

対
応
実
績
 

年
間
実

績
日
本
一
！

 
設
備
サ
ー
ビ

ス
業
に
お
け

る
公
開
デ
ー
タ

を
同
業
他
社

と
比
較
（
２
０

１
５

年
 
自
社
調
べ
）」

 

・
「
対
応
実
績
 
日
本
一
！
」
 

 

別
表
９
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の
１

１
０

番

救
急

車
」
と

称
す

る

屋
号

に
よ
る

電
気

ト

ラ
ブ

ル
解
決

サ
ー

ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
３
 
満
足
度
 
お
客
様
満
足
度
日
本
一
！
」
 

・
「
満
足
度
 
日
本
一
！
」
 

・
「
お
客
様
満

足
度
、
業
界

Ｎ
ｏ
．

１
 
多
く
の

方
に
『
電

気
の

救
急
車
を
選

ん
で
よ
か
っ
た

』
と
支
持
さ

れ
て
い
ま
す
。

 
満

足
度
調
査
※
 
大
満
足
６
０
％
 
満
足
３
３
％
 
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
、「

２
０
１
４
年
度
の
お
客
様
ア
ン
ケ
ー
ト
 
３
８
２
名

の
う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

・
「
電
気
の
救

急
車
の
お
客

様
満
足

度
は
・
・
・

９
３
．
０

％
！

！
 
満
足
度

Ｎ
ｏ
．
１
 
２

０
１
４
年
度

の
お
客
様
ア
ン

ケ
ー

ト
３
８
２
名
の
う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

２
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

鍵
ト

ラ
ブ
ル

解
決

サ

ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
３
 
満
足
度
 
お
客
様
満
足
度
日
本
一
！
」
 

・
「
満
足
度
 
日
本
一
！
」
 

・
「
お
客
様
満

足
度
、
業
界

Ｎ
ｏ
．

１
 
多
く
の

方
に
『
ク

ラ
ピ

タ
ル
を
選
ん

で
よ
か
っ
た
』

と
支
持
さ
れ

て
い
ま
す
。
 

満
足

度
調
査
※
 
大
満
足
６
０
％
 
満
足
３
３
％
 
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
、「

２
０
１
４
年
度
の
お
客
様
ア
ン
ケ
ー
ト
 
３
８
２
名
の

う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ

ル
の
お
客
様

満
足
度

は
・
・
・
９

３
．
０
％
！
！

 
満
足
度
Ｎ

ｏ
．
１
 
※
２

０
１
４
年
度

の
お
客
様
ア
ン

ケ
ー

ト
（
３
８
２
名
）
の
う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

３
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

ガ
ラ

ス
ト
ラ

ブ
ル

解

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

・
「
そ
の
３
 
満
足
度
 
お
客
様
満
足
度
日
本
一
！
」
 

・
「
満
足

度
 
日
本
一
！
」
 

・
「
お
客
様
満

足
度
、
業
界

Ｎ
ｏ
．

１
 
多
く
の

方
に
『
ク

ラ
ピ

タ
ル
を
選
ん

で
よ
か
っ
た
』

と
支
持
さ
れ

て
い
ま
す
。
 

満
足



 

  

１２ 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

決
サ
ー
ビ
ス
 

ま
で
の
間
 

度
調
査
※
 
大
満
足
６
０
％
 
満
足
３
３
％
 
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
、「

２
０
１
４
年
度
の
お
客
様
ア
ン
ケ
ー
ト
 
３
８
２
名
の

う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ

ル
の
お
客
様

満
足
度

は
・
・
・
９

３
．
０
％
！
！

 
満
足
度
Ｎ

ｏ
．
１
 
２
０

１
４
年
度
の

お
客
様
ア
ン
ケ

ー
ト

３
８
２
名
の
う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

４
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

害
虫

ト
ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
３
 
満
足
度
 
お
客
様
満
足
度
日
本
一
！
」
 

・
「
満
足
度
 
日
本
一
！
」
 

・
「
お
客
様
満

足
度
、
業
界

Ｎ
ｏ
．

１
 
多
く
の

方
に
『
ク

ラ
ピ

タ
ル
を
選
ん

で
よ
か
っ
た
』

と
支
持
さ
れ

て
い
ま
す
。
 

満
足

度
調
査
※
 
大
満
足
６
０
％
 
満
足
３
３
％
 
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
、
「
※
２
０
１
４
年
度
お
客
様
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
の
お
客
様
満
足
度
は
・
・
・
９
３
．
０
％
！
！
 
満
足
度
Ｎ
ｏ
．
１
」
 

 

別
表
１
０
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の
１

１
０

番

救
急

車
」
と

称
す

る

屋
号

に
よ
る

電
気

ト

ラ
ブ

ル
解
決

サ
ー

ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
電
気
の
ト
ラ
ブ
ル
最
短
１
５
分
」
 

・
「
電
気
の
救
急
車
は
最

短
１
５
分
で
現
場
ま
で
到

着
。
」
 

・
「
最
短
１
５
分
で
現
場

到
着
」
 

・
「
保
証
Ｎ
ｏ
．
２
 
業
界
最
速
」
 

・
「
業
界
最
速

」
、
「

日
本
全
国
１
，

０
０
０
箇
所
以

上
の
拠

点
か

ら
最
短
距
離
の

ス
タ
ッ
フ
を

派
遣
。
全
国
各

地
に
点
在
す

る
拠

点
か
ら
、
最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
お
客
様
の
お
近
く
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
駆
け
つ
け
る
た
め
、
ど
こ
の
電
気
屋
よ
り

も
早
く
現
場
へ
到
着
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。」

 

２
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

鍵
ト

ラ
ブ
ル

解
決

サ

ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
鍵
の
ト
ラ
ブ
ル
最
短

１
５
分
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
最
短
１
５
分
で

現
場
ま
で
到
着
。」

 

・
「
最
短
１
５
分
で
到
着
」
 

・
「
保
証
Ｎ
ｏ
．
２
 
業
界
最
速
」
 

・「
業
界
最
速
水
準
」
、「

日
本
全
国
に
多
数
あ
る
拠
点
か
ら
最

短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
全
国
各
地
に
点
在
す
る
拠
点
か
ら
、

最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
お
客
様
の
お
近
く
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
駆
け
つ
け
る
た
め
、
ど
こ
の
鍵
屋
よ
り
も
早
く
現
場

へ
到
着
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
」
 

３
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

ガ
ラ

ス
ト
ラ

ブ
ル

解

決
サ
ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
ガ
ラ
ス
の
ト
ラ
ブ
ル

最
短
１
５
分
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
最
短
１
５
分
で
現
場
ま
で
到
着
。」

 

・
「
最
短
１
５
分
で
現
場

到
着
」
 

・
「
保
証
Ｎ
ｏ
．
２
 
業
界
最
速
」
 



 

  

１３ 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

・
「
業
界
最
速

」
、
「

日
本
全
国
１
，

０
０
０
箇
所
以

上
の
拠

点
か

ら
最
短
距
離
の

ス
タ
ッ
フ
を

派
遣
。
全
国
各

地
に
点
在
す

る
拠

点
か
ら
、
最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
お
客
様
の
お
近
く
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
駆
け
つ
け
る
た
め
、
ど
こ
の
業
者
よ
り
も

早
く
現
場
へ
到
着
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
」
 

４
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

害
虫

ト
ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
害
虫
の
ト
ラ
ブ
ル
最
短
１
５
分
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
最
短
１
５
分
で
現
場
ま
で
到
着
。」

 

・
「
最
短
１
５
分
で
現
場

到
着
」
 

・
「
保
証
Ｎ
ｏ
．
２
 
業
界
最
速
」
 

・
「
業
界
最
速

」
、
「

日
本
全
国
１
，

０
０
０
箇
所
以

上
の
拠

点
か

ら
最
短
距
離
の

ス
タ
ッ
フ
を

派
遣
。
全
国
各

地
に
点
在
す

る
拠

点
か
ら
、
最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
お
客
様
の
お
近
く
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
駆
け
つ
け
る
た
め
、
ど
こ
の
業
者
よ
り
も

早
く
現
場
へ
到
着
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
」
 

 

別
表
１
１
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

・「
電
気
の
１
１
０
番

救
急

車
」

と
称
す

る
屋

号
に

よ
る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解
決

サ
ー
ビ
ス
 

・
「

街
の

電
気

屋
さ

ん
」

と
称

す
る
屋

号
に

よ
る

電
気
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー

ビ
ス
 

・
「
ラ
イ
フ
救
急
車
」

と
称

す
る

屋
号
に

よ
る

電
気

ト
ラ
ブ

ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
１

１

月
１

４
日

か
ら

平

成
２

９
年

６
月

３

０
日
ま
で
の
間
 

・
「
５
０
を
超

す
業
者
サ
イ

ト
か
ら

優
良
業
者
を

１
５
に
厳

選
！

 
即
日
対
応

・
土
日
対
応
の

電
気
工
事
業

者
を
徹
底
比
較

 
早

い
！
安
い
！
施
工
件
数
豊
富
 
顧
客
満
足
度
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
安
心
工
事
業
者
を
探
そ
う
！
」
 

・
「
比
較
検
索

と
ラ
ン
キ
ン
グ
で
自

分
に
ベ
ス
ト
な

業
者
を

発
見

！
」
、
「
電
気
の
ト
ラ

ブ
ル
が

起
こ
っ
た
と
き

、
ど
こ
へ
連

絡
す

れ
ば
い
い

の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
方
の
た
め
に
、
全
国
の
優
良
業
者
を
ラ
ン
キ
ン
グ
形
式
で
紹
介
し
て
い
る
の
が
こ
の
サ

イ
ト
。
連
絡
か
ら
の
到
着
時
間
や
料
金
、
対
応
で
き
る
作
業
の
内
容
な
ど
を
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
。
信
頼
で
き
る
業
者
の
み
を
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
」
 

・「
当
サ
イ
ト
掲
載
の
基
準
＆
信
頼
性
 
①
５
０
を
超
す
電
気
工
事
業
者
サ
イ
ト
を
吟
味
の
上
、
優
良
業
者
を
１
５
に
厳
選
！
 
②

業
者
サ
イ
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
隅
々
ま
で
精
査
、
優
良
情
報
を
完
全
に
網
羅
！
 

③
他
社
ア
ン
ケ
ー
ト

サ
イ
ト
を
使

用
し
、
厳
選
し
た
１
５
の
業
者
の
口
コ
ミ
を
調
査
！
 
④
口
コ
ミ
は
誹
謗
中
傷
な
ど
を
除
き
、
依
頼
の
参

考
と
な
る
内
容
の
み

を
公
開
！
 
⑤
電
気
工
事
や
業
者
に
精
通
し
た
管
理
人
が
、
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
な
ど
を
解
説
！
」
 

・
「
１
位

 
電
気
の
１
１
０
番
救
急
車
」
 

・「
２
位
 
電
気
の
修
理
屋
さ
ん
」
と
記
載
し
た
上
で
、
当
該
記
載
の
近
接
箇
所
に
、「

街
の

電
気
屋
さ
ん
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ

る
電

気
ト
ラ
ブ
ル

解
決
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト

の
画

像
を
掲
載
し

、
ま
た

、
「
公
式

サ
イ
ト
」
と

題
す
る
バ
ナ
ー

を

掲
載
し
、
当
該
バ
ナ
ー
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
「
街
の
電
気
屋
さ
ん
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ
る
電
気
ト
ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
遷
移
す
る
よ
う
設
定
し
て
い
た
。
 

・
「
３
位

 
ラ
イ
フ
救
急
車
」
 

・
「
こ
の
サ
イ

ト
に
つ
い
て

 
当
サ

イ
ト
で
は
、

電
気
の
ト
ラ
ブ

ル
に
関
す
る

役
立
つ
情
報
を

提
供
し
て
い

ま
す
。
サ
イ
ト

運
営



 

  

１４ 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

が
選
り
す
ぐ
っ
た
優
良
修
理
業
者
の
紹
介
や
、
電
気
や
電
気
工
事
に
関
す
る
知
識
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
」
 

２
 

「
ク

ラ
ピ
タ

ル
」

と

称
す

る
屋
号

に
よ

る

害
虫

ト
ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

 

平
成

２
８

年
９

月

２
日

か
ら

平
成

２

９
年

６
月

３
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
全
国
か
ら

１
５
社
を
厳

選
 
ゴ

キ
ブ
リ
・
ハ

チ
・
ネ
ズ

ミ
 

駆
除
業
者
を

徹
底
比
較
 
駆

除
業
者
探
し

に
必
見
！
 

ゴ
キ
ブ

リ
・
ハ
チ
・
ネ
ズ
ミ
な
ど
の
害
虫
・
害
獣
駆
除
業
者
で
一
番
安
く
て
一
番
早
い
安
心
安
全
お
す
す
め
な
業
者
を
紹
介
」
 

・
「
害
虫
・
害

獣
駆
除
業
者
で
 

安
さ
・
早
さ
・
安

全
性
の
高
い

業
者
を
厳
選
！

」
、
「

当
サ
イ

ト
で
は
、
全
国

の
害
虫
・
害

獣
駆

除
業
者
の
中
か
ら
『
安
さ
・
早
さ
・
安
全
』
で
信
頼
で
き
る
業
者
の
み
を
調
べ
ご
紹
介
。
も
し
も
の
害
虫
・
害
獣
ト
ラ
ブ
ル
の

際
に
お
役
に
立
て
る
情
報
を
集
め
ま
し
た
。
」
 

・
「
当
サ
イ
ト

で
掲
載
し
て

い
る
害

虫
・
害
獣
駆

除
業
者
の

基
準

 
１
．
運
営

ス
タ
ッ
フ
が
実

際
に
問
い
合

わ
せ
や
見
積
も

り
を

依
頼
し
、
好
印
象
だ
っ
た
業
者
の
み
を
厳
選
 
２
．
ラ
ン
キ
ン
グ
は
ネ
ッ
ト
リ
サ
ー
チ
サ
イ
ト
な
ど
を
使
用
し
、
公
平
に
審
査
 

３
．
サ
ー
ビ
ス
の
安
さ
、
早
さ
、
安
全
性
な
ど
を
調
べ
、
詳
し
く
ご
紹
介
 
４
．
利
用
し
た
ユ
ー
ザ
ー
の
口
コ
ミ
や
感
想
は
、

依
頼
の
参
考
に
な
る
も
の
を
厳
選
し
て
多
く
ご
紹
介
」
 

・
「
業
者
比
較
ナ
ビ
イ
チ
オ
シ
の
業
者
ラ
ン
キ
ン
グ
ト
ッ
プ
１
０
」
 

・
「
第
１
位
 
ク
ラ
ピ
タ
ル
」
 

・
「
お
客
様
ア

ン
ケ
ー
ト
 

※
当
サ

イ
ト
の
ラ
ン

キ
ン
グ
基

準
は

、
以
下
を
根

拠
と
し
て
い
ま

す
。
当
サ
イ

ト
で
は
、
各
業

者
サ

イ
ト
の
サ
ー
ビ
ス
・
サ
ポ
ー
ト
を
実
際
に
ご
利
用
い
た
だ
い
た
お
客
様
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
集
計
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 
・
調
査
の
企
画
元
：
 
・
調
査
目
的
：
害
虫
駆
除
業
者
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
実
態

調
査
 
・
調

査
方
法
：
 
・
実
施
時
期
：
 
・
実
施
方
法
：
 
・
調
査
対
象
地
域
：
 
・
調
査
対
象
者
：
 
・
有
効
回
答
数
：
」
 

 

別
表
１
２
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

１
 

「
街

の
電

気
屋

さ

ん
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
有
名
企
業
様
か
ら
ご
贔
屓
い
た
だ
い
て
ま
す
♪
 

防
衛
省
 
警
察
庁
 
国

税
庁
 
国
土
交
通
省
 
日
本
郵
便
 
Ｊ
Ｒ
東
日
本
 
関
西
電
力
 
全
農
 
Ｔ

Ｏ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ａ
 

三
菱
重
工
 
・
大
和
ハ
ウ
ス
 
・
読
売
新
聞
グ
ル
ー
プ
 
・

高
島
屋
 
・
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
フ
ラ
イ
ド
チ
キ
ン
 
・
三
井
ホ

ー
ム
エ
ス
テ
ー

ト
 
・
三
井
東

京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
 
・
洋
服
の
青
山
 
・
ほ
っ
か
ほ
っ
か
亭
 
・

三
井
の
リ
ハ
ウ
ス
 
・
り
そ
な
銀
行
 
・
ユ
ニ
ク
ロ
 
・
セ
ブ
ン
ア
ン
ド
ア

イ
 
・
日
本
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
 
・
み
ず
ほ
銀
行
 
・
バ
ン
ダ
イ
 
・
フ
ァ
ミ

リ
ー
マ
ー
ト
 

・
大
成
建
設
 
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
 

・
東
芝
 
・
ブ

ッ
ク
オ
フ
 
・

鹿
島
建
設
 
・
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
 
・
旭
化
成
 
・
ヤ
マ
ト
運
輸
 
・
東
急
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
 
・
エ
イ
ブ
ル
 
・
ア
ル
ソ
ッ
ク
 
・
羽
田

空
港
 
・
日
立

ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
 
・
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
 
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
 
・
そ
の
ほ
か

防
衛

省
、

警
察

庁
、

国
土

交
通

省
、

Ｊ
Ｒ

東
日

本
、
関
西
電
力
、
全
農
、
ト
ヨ
タ
、
三
菱
重
工
、

大
和

ハ
ウ

ス
、

高
島

屋
、

三
井

ホ
ー

ム
エ

ス
テ

ー
ト
、
ほ
っ
か
ほ
っ
か
亭
、
三
井
の
リ
ハ
ウ
ス
、

り
そ

な
銀

行
、

ユ
ニ

ク
ロ

、
セ

ブ
ン

ア
ン

ド
ア

イ
、

日
本

ビ
ル

サ
ー

ビ
ス

、
み

ず
ほ

銀
行

、
バ

ン
ダ

イ
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
マ

ー
ト

、
大

成
建

設
、

Ｎ
Ｔ

Ｔ
、

東
芝

、
ブ

ッ
ク

オ
フ

、
鹿

島
建

設
、

旭
化

成
、

東
急

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
、

ア
ル

ソ
ッ

ク
及

び
羽

田
空

港
の

ロ
ゴ

マ
ー

ク
等

に
係

る
事

業
者
等
か
ら
の
受
注
実
績
は
な
い
。
 



 

  

１５ 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

多
数
 
多
数
の
企
業
様
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
地
域
密

着
型
だ
か
ら
。
街
々
に
密
着
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
拠
点
に
い
る
か
ら
企
業

様
も
安
心
で
き
る
！
！
み
た
い
で
す
。
」
 

２
 

「
街

の
ガ

ラ
ス

屋
さ

ん
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
ガ

ラ
ス

ト
ラ

ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
有
名
企
業
様
か
ら
ご
贔
屓
い
た
だ
い
て
ま
す
♪
 

防
衛
省
 
警
察
庁
 
国

税
庁
 
国
土
交
通
省
 
日
本
郵
便
 
Ｊ
Ｒ
東
日
本
 
関
西
電
力
 
全
農
 
Ｔ

Ｏ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ａ
 

三
菱
重
工
 
・
大
和
ハ
ウ
ス
 
・
読
売
新
聞
グ
ル
ー
プ
 
・

高
島
屋
 
・
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
フ
ラ
イ
ド
チ
キ
ン
 
・
三
井
ホ

ー
ム
エ
ス
テ
ー

ト
 
・
三
井
東

京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
 
・
洋
服
の
青
山
 
・
ほ
っ
か
ほ
っ
か
亭
 
・

三
井
の
リ
ハ
ウ
ス
 
・
り
そ
な
銀
行
 
・
ユ
ニ
ク
ロ
 
・
セ
ブ
ン
ア
ン
ド
ア

イ
 
・
日
本
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
 
・
み
ず
ほ
銀
行
 
・
バ
ン
ダ
イ
 
・
フ
ァ
ミ

リ
ー
マ
ー
ト
 

・
大
成
建
設
 
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
 

・
東
芝
 
・
ブ

ッ
ク
オ
フ
 
・

鹿
島
建
設
 
・
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
 
・
旭
化
成
 
・
ヤ
マ
ト
運
輸
 
・
東
急
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
 
・
エ
イ
ブ
ル
 
・
ア
ル
ソ
ッ
ク
 
・
羽
田
空
港
 
・
日
立

ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
 
・
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
 
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
 
・
そ
の
ほ
か

多
数
 
多
数
の
企
業
様
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
の
は
、
や
っ

ぱ
り
、
地
域
密

着
型
だ
か
ら
。
街
々
に
密
着
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
拠
点
に

い
る
か
ら
企
業

様
も
安
心
で
き
る
！
！
み
た
い
で
す
。
」
 

警
察

庁
、

国
税

庁
、

国
土

交
通

省
、

Ｊ
Ｒ

東
日

本
、

関
西

電
力

、
ト

ヨ
タ

、
三

菱
重

工
、

大
和

ハ
ウ

ス
、

読
売

新
聞

グ
ル

ー
プ

、
高

島
屋

、
洋

服
の
青
山
、
三
井
の
リ
ハ
ウ
ス
、
り
そ
な
銀
行
、

ユ
ニ

ク
ロ

、
日

本
ビ

ル
サ

ー
ビ

ス
、

み
ず

ほ
銀

行
、

バ
ン

ダ
イ

、
フ

ァ
ミ

リ
ー

マ
ー

ト
、

大
成

建
設

、
Ｎ

Ｔ
Ｔ

、
ブ

ッ
ク

オ
フ

、
鹿

島
建

設
、

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

、
ヤ

マ
ト

運
輸

、
エ

イ
ブ

ル
、

羽
田

空
港

、
ツ

タ
ヤ

及
び

マ
ク

ド
ナ

ル
ド

の
ロ

ゴ
マ

ー
ク

等
に

係
る

事
業

者
等

か
ら

の
受

注
実

績
は
な
い
。
 

 別
表
１
３
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
街

の
電

気
屋

さ

ん
」

と
称
す

る
屋

号

に
よ

る
電
気

ト
ラ

ブ

ル
解
決
サ

ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
ア

ナ
タ

の
街

に
あ

る
電

気
屋

さ
ん

の
中

で
も

 
品

質
良

い
か

ら
 

技
術

あ
る

か
ら

 
Ｎ

ｏ
．

１
の

お
客

様
満

足
度

が
あ

り
ま

す
。
」
 

２
 

「
街

の
鍵
屋

さ
ん

」

と
称

す
る
屋

号
に

よ

る
鍵

ト
ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
ア
ナ
タ
の
街
に
あ
る
鍵
屋
さ
ん
の
中
で
も
 
品
質
良
い
か

ら
 
技
術
あ
る
か
ら
 
Ｎ
ｏ
．
１
の
お
客
様
満
足
度
が
あ
り
ま
す
。」
 

３
 

「
街

の
ガ
ラ

ス
屋

さ

ん
」

と
称
す

る
屋

号

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

「
ア
ナ
タ
の
街
に
あ
る
ガ
ラ
ス
屋
さ
ん
の
中
で
も
 
品
質
良
い
か
ら
 
技
術
あ
る
か
ら
 
Ｎ
ｏ
．
１
の
お
客
様
満
足
度
が
あ
り
ま

す
。
」
 



 

  

１６ 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

に
よ

る
ガ
ラ

ス
ト

ラ

ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

 

別
表
１
４
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
街

の
電

気
屋

さ

ん
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解
決
サ

ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
ア
ナ
タ
の
近
く
の
ス

タ
ッ
フ
が
 
最
短
１
０
分
前
後
で
サ
～
ビ
ス
を
お
届
け
！
！
」
 

・
「
近
く
に
い
る
か
ら
他
社
よ
り
早
い
 
最
短
１
０
分
で
到
着
 
ア
ナ
タ
の
街
が
拠
点
だ
か
ら
何
か
あ
っ
た
ら
す
ぐ
行
け
る
」
 

・
「
最
短
１
０
分
」
 

・
「
早
さ
ピ
カ
イ
チ
 
身
近
だ
か
ら
、
最
短
１
０
分
前
後
に
到
着
す
る
」
 

・
「
Ｑ
 
停
電
し
た
の
で
す
ぐ
来
て
欲
し
い
。
ど
れ
ぐ
ら
い

で
こ
れ
ま
す
か
？
 

道
路
状
況
や
ス
タ
ッ
フ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

も

よ
り
ま
す

が
、
最
短
１
０
分
前
後
で
現
場
へ
お
伺
い
し
て
い
ま
す
。
通
常
で
も
３
０

分
～
６
０
分
で
お
伺
い
し
て
い
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
お
電
話
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
」
 

・
「
ど
こ

よ
り
も
早
く
！
！
」
 

２
 

「
街

の
鍵

屋
さ

ん
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
鍵

ト
ラ

ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
ア
ナ
タ
の
近
く
の
ス

タ
ッ
フ
が
 
最
短
１
０
分
前
後
で
サ
～
ビ
ス
を
お
届
け
！
！
」
 

・
「
近
く
に
い
る
か
ら
他
社
よ
り
早
い
 
最
短
１
０
分
で
到
着
 
ア
ナ
タ
の
街
が
拠
点
だ
か
ら
何
か
あ
っ
た
ら
す
ぐ
行
け
る
」
 

・
「
最
短
１
０
分
」
 

・
「
早
さ
ピ
カ
イ
チ
 
身
近
だ
か
ら
、
最
短
１
０
分
前
後
に
到
着
す
る
」
 

・
「
Ｑ
 
玄
関
の
鍵
を
失
く
し
た
の
で
す
ぐ
来
て
欲
し
い
。

ど
れ
ぐ
ら
い
で
こ
れ
ま
す
か
？
 

道
路
状
況
や
ス
タ
ッ
フ
の
ス
ケ

ジ

ュ
ー
ル
に
も
よ
り
ま
す
が
、
最
短
１
０
分
前
後
で
現
場
へ
お
伺
い
し
て
い
ま
す
。
通
常
で
も
３
０
分
～
６
０
分
で
お
伺
い
し
て

い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
電
話
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。」

 

・
「
ど
こ
よ
り
も
早
く
！

！
」
 

３
 

「
街

の
ガ

ラ
ス

屋
さ

ん
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
ガ

ラ
ス

ト
ラ

ブ
ル
解
決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
ア
ナ
タ
の
近
く
の
ス

タ
ッ
フ
が
 
最
短
１
０
分
前
後
で
サ
～
ビ
ス
を
お
届
け
！
！
」
 

・
「
近
く
に
い
る
か
ら
他
社
よ
り
早
い
 
最
短
１
０
分
で
到
着
 
ア
ナ
タ
の
街
が
拠
点
だ
か
ら
何
か
あ
っ
た
ら
す
ぐ
行
け
る
」
 

・
「
最
短
１
０
分
」
 

・
「
早
さ
ピ
カ
イ
チ
 
身
近
だ
か
ら
、
最
短
１
０
分
前
後
に
到
着
す
る
」
 

・
「
Ｑ
 
窓
の
ガ
ラ
ス
が
割
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
ぐ
来
て

欲
し
い
。
ど
れ
ぐ
ら
い
で
こ
れ
ま
す
か
？
 

道
路
状
況
や
ス
タ
ッ

フ

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
も
よ
り
ま
す
が
、
最
短
１
０
分
前
後
で
現
場
へ
お
伺
い
し
て
い
ま
す
。
通
常
で
も
３
０
分
～
６
０
分
で
お

伺
い
し
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
電
話
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。」

 

・
「
ど
こ

よ
り
も
早
く
！
！
」
 

 



 

  

１７ 

別
表
１
５
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

１
 

「
ラ

イ
フ

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
全
国
１
，
０
０
０
箇
所
の
拠
点
」
 

当
該

役
務

を
提

供
す

る
拠

点
の

数
は

お
お

む
ね

２
１
０
以
下
 

２
 

「
ラ

イ
フ

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
鍵

ト
ラ

ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
全
国
１
，
０
０
０
箇
所
以
上
の
拠
点
」
 

・「
Ｑ
．
ど
の
エ
リ
ア
に
対
応
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
？
 
全
国
４
７
都
道

府
県
に
、
１
，
０
０
０
店
舗
以
上
の
拠
点
を
持
っ
て
お
り
ま
す
（
２
０
１

５
年
６
月
現
在
。
提
携
業
者
含
む
）
。」

 

当
該

役
務

を
提

供
す

る
拠

点
の

数
は

お
お

む
ね

２
３
６
以
下
 

 

別
表
１
６
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

１
 

「
ラ

イ
フ

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
年
間
実
績
１
０
万
件
。
」
 

・
「

年
間

実
績

１
０

万
件

。
ラ

イ
フ

救
急

車
に

は
選

ば
れ

る
理

由
が

あ
り

ま

す
。
」
 

・
「
年
間
実
績
１
０
万
件
」
 

・
「
多
く
の
法
人
様
に
も
ご
依
頼
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。」

と
記
載
す
る
と
と

も
に
、
ダ
イ
ソ
ー
、
ヤ
マ
ダ
電
機
、
ミ
ツ
カ
ン
、
三
井
ホ
ー
ム
、
ブ
ッ
ク

オ
フ
、
エ
イ
ブ
ル
、
ユ
ニ
ク
ロ
、
関
西
電
力
、
日
本
郵
便
、
防
衛
省
、
Ｊ

Ｒ
東
日
本
、
餃
子
の
王
将
、
ヤ
マ
ト
運
輸
、
三
井
の
リ
ハ
ウ
ス
、
ト
ヨ
タ
、

鹿
島
建
設
、
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
フ
ラ
イ
ド
チ
キ
ン
、

読
売
新
聞
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
、
り
そ
な
銀
行
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
、
ほ
っ
か
ほ
っ
か

亭
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
、
国
税
庁
、
羽
田
空
港
、
警
察
庁
、
全
農
、
大
和
ハ

ウ
ス
、
東
芝
、
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、
ミ
ス
タ
ー
ド
ー
ナ
ツ
、
牛
角
、

モ
ス
バ
ー
ガ
ー
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
、
ド
コ
モ
、
ツ
タ
ヤ
、
大
成
建
設
、

日
本
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
、
セ
ブ
ン
ア
ン
ド
ア
イ
、
イ
オ
ン
、
ス
ズ
キ
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
み
ず
ほ
銀
行
、
ａ
ｕ
、
日
産
、
ホ
ン
ダ
、
ゲ
オ
、
高
島

屋
、
び
っ
く
り
ド
ン
キ
ー
、
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
、
ピ
ザ
ー
ラ
、
オ
ー
ト
バ
ッ
ク
ス

及
び
プ
ジ
ョ
ー
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
を
記
載
。
 

・
平

成
２

７
年

及
び

平
成

２
８

年
に

お
け

る
最

多
の
年
間
受
注
実
績
は
４
，
３
５
３
件
 

・
ダ

イ
ソ

ー
、

ヤ
マ

ダ
電

機
、

ミ
ツ

カ
ン

、
三

井
ホ

ー
ム

、
ブ

ッ
ク

オ
フ

、
ユ

ニ
ク

ロ
、

関

西
電

力
、

防
衛

省
、

Ｊ
Ｒ

東
日

本
、

餃
子

の

王
将

、
三

井
の

リ
ハ

ウ
ス

、
ト

ヨ
タ

、
鹿

島

建
設

、
東

急
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

、
Ｎ

Ｔ
Ｔ

、

り
そ

な
銀

行
、

ほ
っ

か
ほ

っ
か

亭
、

羽
田

空

港
、
警
察
庁
、
全
農

、
大
和
ハ
ウ
ス
、
東
芝
、

ミ
ス

タ
ー

ド
ー

ナ
ツ

、
モ

ス
バ

ー
ガ

ー
、

ド

ン
・

キ
ホ

ー
テ

、
大

成
建

設
、

日
本

ビ
ル

サ

ー
ビ

ス
、

セ
ブ

ン
ア

ン
ド

ア
イ

、
イ

オ
ン

、

ス
ズ

キ
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
マ

ー
ト

、
み

ず
ほ

銀

行
、

日
産

、
ゲ

オ
、

高
島

屋
、

び
っ

く
り

ド

ン
キ

ー
、

Ｔ
Ｏ

Ｔ
Ｏ

、
ピ

ザ
ー

ラ
、

オ
ー

ト

バ
ッ

ク
ス

及
び

プ
ジ

ョ
ー

の
ロ

ゴ
マ

ー
ク

等

に
係

る
事

業
者

等
か

ら
の

受
注

実
績

は
な

い
。
 



 

  

１８ 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

２
 

「
ラ

イ
フ

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
鍵

ト
ラ

ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
年
間

実
績
１
０
万
件
以
上
 
※
２
０
１
４
年
の
１
年
間
」
 

・
「
年
間
実
績
１
０
万
件
」
 

・「
取
材
実
績
 
報
道
番
組
な
ど
で
も
、
弊
社
の
緊
急
対
応
の

様
子
が
放
送
さ

れ
て
い
ま
す
。
 
日
本
テ
レ
ビ
 
Ｚ
Ｉ
Ｐ
！
 
テ
レ
ビ
朝
日
 
グ
ッ
ド
！

モ
ー
ニ
ン
グ
 
関
西
テ
レ
ビ
 
よ
～
い
ど
ん
！
」
 

・
平

成
２

６
年

に
お

け
る

年
間

受
注

実
績

は
１

８
，
２
９
８
件
 

・
日

本
テ

レ
ビ

の
「

Ｚ
Ｉ

Ｐ
！

」
と

称
す

る
テ

レ
ビ

番
組

及
び

テ
レ

ビ
朝

日
の

「
グ

ッ
ド

！

モ
ー

ニ
ン

グ
」

と
称

す
る

テ
レ

ビ
番

組
か

ら

の
取
材
実
績
は
な
い
。
 

 別
表
１
７
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
ラ

イ
フ
救

急
車

」

と
称

す
る
屋

号
に

よ

る
鍵

ト
ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
高
い
満
足
度
を
継
続
達
成
中
！
」
 

 別
表
１
８
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
ラ

イ
フ
救

急
車

」

と
称

す
る
屋

号
に

よ

る
電

気
ト
ラ

ブ
ル

解

決
サ
ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
全
国
１
，
０
０
０
箇

所
の
拠
点
か
ら
最
短
１
５
分
で
お
伺
い
し
ま
す
。
」
 

・
「
即
日
対
応
 
１
５
分
で
駆
付
」
 

・「
最
短
１
５
分
で
駆
け
つ
け
 

ご
連
絡
か
ら
即
日
で
現
場
ま
で
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。
」、
「
お
客
様
か
ら
の
ご
連
絡
に
即
日
で
対

応
。
お
電
話
か
ら
最
短
１
５
分
で
現
場
へ
到
着
し
、
作
業
を
開
始
い
た
し
ま
す
。
２
４
時
間
３
６
５
日
い
つ
で
も
素
早
く
駆
付

け
ま
す
。
」
 

・
「
ど
こ
よ
り
も
早
く
駆

付
け
」
 
 

２
 

「
ラ

イ
フ
救

急
車

」

と
称

す
る
屋

号
に

よ

る
鍵

ト
ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
全
国
１
，
０
０
０
箇
所
以
上
の
拠
点
か
ら
、
最
短
１
５
分
で
駆
付
け
ま
す
！
」
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長方形
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26
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別紙２

29

HE180
長方形
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別紙３
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HE180
長方形
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別紙４
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HE180
長方形
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別紙５
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HE180
長方形
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

  

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す

るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定

めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該

表示は同号に該当する表示とみなす。 

 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課

徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政

令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期

（参考１） 

51



間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か

つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十

万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事業

者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当

該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、

同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 

 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する

事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算

した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ

し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為

について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 

 

（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付

する措置（以下この条及び次条において「返金措置」という。）を実施しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置（以下この条において「実施予

定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実施予定返金措置計画」という。）

を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、

その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置

を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置
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に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該認

定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第

一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認定

後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定

返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと

する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か

ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計

算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。 
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３～６ （省略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に

関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２～１１ （省略） 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋） 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

○ 優良誤認表示（第５条第１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○ 有利誤認表示（第５条第２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

 ・ 第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料要求：不当表示とみなす。 

 ・ 第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料要求：不当表示と推

定する。 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示 

 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示 

② 商品の原産国に関する不当な表示 

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④ 不動産のおとり広告に関する表示 

⑤ おとり広告に関する表示 

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示 

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

 

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

（参考２） 
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制
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８
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）
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・
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２
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13
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す
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し
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、
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機
会

を
付

与
す
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。

１
：

実
施

予
定

返
金

措
置

計
画

の
作
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第
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※
返

金
措

置
＝

対
象
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。

課
徴

金
制

度
の

概
要

 

（参考３） 
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１ 
 

消 表 対 第 ７ ５ ９ 号 

平成３０年６月２９日 

 

株式会社ＡＲＳ 

代表取締役 河村 公紀 殿 

 

消費者庁長官 岡村 和美   

                               （公印省略） 

 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

 

貴社は、貴社が供給する別表１記載の日常生活におけるトラブルを解決するための９役

務（以下「本件９役務」という。）の各役務の取引について、それぞれ、不当景品類及び不

当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定に

より禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第８条第１

項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 

 

主   文 

 株式会社ＡＲＳ（以下「ＡＲＳ」という。）は、課徴金として金４９８８万円を平成３１

年１月３０日までに国庫に納付しなければならない。 

 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば、ＡＲＳは、自己の供給する本件９役務の各役務の取引に関し、

それぞれ、本件９役務の各役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著

しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合

理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、これらの

表示は、それぞれ、景品表示法第５条第１号に該当するものであって、また、ＡＲＳが自

己の供給する本件９役務の各役務の取引に関し行った表示は、それぞれ、同法第８条第３

項の規定により、同法第５条第１号に該当する、本件９役務の各役務の内容について、一

般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して自社と

同種若しくは類似の役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良である

と示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻

害するおそれがあると認められる表示と推定されるものであって、本件９役務の各役務

の取引についてこれらの表示をしていた行為は、それぞれ、同法第５条の規定に違反する

ものである。 

別 添 



    

２ 
 

２ 課徴金の計算の基礎 

(1)ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る役務は、それぞれ、本件

９役務の各役務である。 

 イ(ｱ) ＡＲＳが、前記１の課徴金対象行為をした期間は、それぞれ、別表２「課徴金対

象行為をした期間」欄記載の期間である。 

   (ｲ) 本件９役務の各役務について、ＡＲＳが前記１の課徴金対象行為をやめた日か

ら６月を経過する日までの間に最後に取引をした日は、それぞれ、別表２「最後に

取引をした日」欄記載の日である。 

   (ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、そ

れぞれ、別表２「課徴金対象期間」欄記載の期間である。 

  ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件９役務の各役務に係るＡＲＳの売

上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）第１条

の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、それぞれ、別表２

「売上額」欄記載の額である。 

  エ ＡＲＳは、本件９役務の各役務について、前記１の課徴金対象行為に係る表示の内

容が実際のものと異なることを認識した上で、又は、当該表示の裏付けとなる根拠資

料を十分に確認することなく、当該課徴金対象行為をしていたことから、それぞれ、

当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示

法第８条第１項第１号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注

意を怠った者でないとは認められない。 

(2)  前記(1)の事実によれば、ＡＲＳが国庫に納付しなければならない課徴金の額は、景

品表示法第８条第１項の規定により、前記(1)ウの本件９役務の各役務の売上額に、そ

れぞれ、１００分の３を乗じて得た額から、同法第１２条第２項の規定により１万円未

満の端数を切り捨てて算出した別表２「課徴金額」欄記載の額を合計した４９８８万円

である。 

 

 よって、ＡＲＳに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとおり命令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが

できる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌
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日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起

することができなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審

査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただ

し、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過する

と、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別表１ 

番号 役務 

１ 「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

２ 「クラピタル」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 

３ 「クラピタル」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス 

４ 「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス 

５ 「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

６ 「街の鍵屋さん」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 

７ 「街のガラス屋さん」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス 

８ 「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

９ 「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 
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別
表
２
 

番 号 

役
務
 

課
徴
金
対
象
行
為
を
し
た
期
間
 

最
後
に
取
引
を
し
た
日
 

課
徴

金
対
象
期
間
 

売
上
額
 

課
徴
金
額
 

1
 

「
電
気
の

1
10

番
救
急
車
」
と
称
す
る
屋
号
に

よ
る
電
気
ト
ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
６
月

30
日
ま
で
の
間
 

平
成

2
9
年

12
月

3
1
日
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年

12
月

3
1
日
ま
で
の
間
 

5
4
6,
64
4,
53
4
円
 

1
6
,3

90
,0
00

円
 

2
 

「
ク
ラ
ピ
タ
ル
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ
る
鍵
ト

ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
１
月

20
日
ま
で
の
間
 

平
成

2
9
年
７
月

20
日
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
７
月

20
日
ま
で
の
間
 

2
5
1,

25
5,
86
4
円
 

7
,
53
0,
00
0
円
 

3
 

「
ク
ラ
ピ
タ
ル
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ
る
ガ
ラ

ス
ト
ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
１
月

20
日
ま
で
の
間
 

平
成

2
9
年
７
月

20
日
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
７
月

20
日
ま
で
の
間
 

6
3
,7

86
,0

77
円
 

1
,
91
0,
00
0
円
 

4
 

「
ク
ラ
ピ
タ
ル
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ
る
害
虫

ト
ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
６
月

30
日
ま
で
の
間
 

平
成

2
9
年

12
月

2
7
日
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年

12
月

2
7
日
ま
で
の
間
 

8
1
,9
46

,3
78

円
 

2
,
45
0,
00
0
円
 

5
 

「
街
の
電
気
屋
さ
ん
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ
る

電
気
ト
ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
６
月

30
日
ま
で
の
間
 

平
成

2
9
年

12
月

3
1
日
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年

12
月

3
1
日
ま
で
の
間
 

3
4
1,
35
7,
30
1
円
 

1
0
,2

40
,0
00

円
 

6
 

「
街
の
鍵
屋
さ
ん
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ
る
鍵

ト
ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
２
月

25
日
ま
で
の
間
 

平
成

2
9
年
８
月

25
日
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
８
月

25
日
ま
で
の
間
 

1
2
5,

36
6,
82
0
円
 

3
,
76
0,
00
0
円
 

7
 

「
街
の
ガ
ラ
ス
屋
さ
ん
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ

る
ガ
ラ
ス
ト
ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
２
月

25
日
ま
で
の
間
 

平
成

2
9
年
８
月

25
日
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
８
月

25
日
ま
で
の
間
 

7
7
,7

72
,2

67
円
 

2
,
33
0,
00
0
円
 

8
 

「
ラ
イ
フ
救
急
車
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ
る
電

気
ト
ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
６
月

30
日
ま
で
の
間
 

平
成

2
9
年

12
月

3
1
日
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年

12
月

3
1
日
ま
で
の
間
 

1
1
5,
13
5,
05
8
円
 

3
,
45
0,
00
0
円
 

9
 

「
ラ
イ
フ
救
急
車
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ
る
鍵

ト
ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
２
月

25
日
ま
で
の
間
 

平
成

2
9
年
８
月

25
日
 

平
成

2
8
年
４
月
１
日
か
ら
 

平
成

2
9
年
８
月

25
日
ま
で
の
間
 

6
0
,7

77
,3

83
円
 

1
,
82
0,
00
0
円
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社ＡＲＳ（以下「ＡＲＳ」という。）は、東京都台東区上野七丁目６番５号に本

店を置き、電気トラブル解決サービス、鍵トラブル解決サービス、ガラストラブル解決

サービス、害虫トラブル解決サービス等を提供する事業等を営んでいる。 

２ ＡＲＳは、別表１ないし別表３記載の９役務を、それぞれ、自ら又は業務委託先に委託

することにより一般消費者に提供しているところ、これら役務に係る自社ウェブサイト

の表示内容を自ら決定している。 

３(1)ア ＡＲＳは、別表１記載の４役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、それぞ

れ、自社ウェブサイトにおいて 

(ｱ) 別表４「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載する

ことにより、あたかも、当該４役務の各役務を提供する拠点が全国各地に１，００

０か所又は１，０００か所以上と多数存在するかのように示す表示をしていた。 

(ｲ) 別表５「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載する

ことにより、あたかも、当該４役務の各役務について、年間受注実績が１０万件又

は１０万件以上であり、同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る官公

庁、有名企業等からの受注実績があり、日本テレビの「ＺＩＰ！」と称するテレビ

番組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」と称するテレビ番組及び関西テレビの

「よ～いどん！」と称するテレビ番組からの取材実績があるかのように示す表示

をしていた。 

   イ 実際には  

(ｱ) 前記ア(ｱ)について、別表１記載の４役務の各役務を提供する拠点の数は、それ

ぞれ、別表４「実際の内容」欄記載のとおりであって１，０００を大きく下回るも

のであった。 

(ｲ) 前記ア(ｲ)について、別表１記載の４役務の各役務に係る平成２７年及び平成２

８年における最多の年間受注実績は、それぞれ、別表５「実際の内容」欄記載のと

おりであって１０万件を大きく下回り、別表１記載の４役務のうち「電気の１１０

番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス、「クラピタル」と称す

る屋号によるガラストラブル解決サービス及び「クラピタル」と称する屋号による

害虫トラブル解決サービスの各役務に係る別表５「表示内容」欄に記載されたロゴ

マーク等に係る事業者等からの受注実績は、それぞれ、同表「実際の内容」欄記載

のとおりであってこれらの一部からの受注実績がなく、別表１記載の４役務の各

役務に係る別表５「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材実績は、それ

ぞれ、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部又は全部からの取

材実績がないものであった。 
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ウ ＡＲＳは、別表１記載の４役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、それぞ

れ 

(ｱ) 自社ウェブサイトにおいて、別表６「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該４役務の各役務に係る業

界において自社が最大手又は一番の事業者であるかのように示す表示をしていた。 

(ｲ) 自社ウェブサイトにおいて、別表７「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該４役務の各役務に係る業

界において自社の技術力が第１位であるかのように示す表示をしていた。 

(ｳ) 自社ウェブサイトにおいて、別表８「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該４役務の各役務に係る業

界において自社の年間受注実績が第１位であるかのように示す表示をしていた。 

(ｴ) 自社ウェブサイトにおいて、別表９「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該４役務の各役務について

自社が平成２６年度に実施した顧客アンケートにおける「大満足」又は「満足」と

回答した者の割合が９３．０パーセントであり、また、当該４役務の各役務に係る

業界において自社の顧客満足度が第１位であるかのように示す表示をしていた。 

(ｵ) 自社ウェブサイトにおいて、別表１０「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該４役務の各役務につい

て、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着し、また、最短１５分で

の到着も期待できるかのように示す表示をしていた。 

(ｶ) 「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービスについ

て、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社と

は無関係の「マーケティング・インベスト企画」と称する市場調査等を業とする事

業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け隊」と称する

ウェブサイトにおいて、別表１１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、５０を超す電気ト

ラブル解決サービス提供事業者から選定した１５事業者のサービス内容を客観的

に比較した結果、「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決

サービスが第１位として評価されたかのように示す表示をしていた。 

(ｷ) 「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスについて、実際に

は自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社とは無関係

の「ウェブ統計企画」と称するウェブサイト制作等を業とする事業者が運営するも

のであるかのように装った「害虫＆害獣駆除業者比較ナビ」と称するウェブサイト

において、別表１１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとお

り記載することにより、あたかも、当該事業者が、全国から選定した１５の害虫ト

ラブル解決サービス提供事業者のサービス内容を客観的に比較した結果、「クラピ
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タル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスが第１位として評価された

かのように示す表示をしていた。 

エ 消費者庁長官は、前記ウ(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)、(ｵ)、(ｶ)及び(ｷ)の表示について、

不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」と

いう。）第５条第１号に該当する表示か否かを判断するため、同法第８条第３項の規

定に基づき、ＡＲＳに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めたところ、ＡＲＳは 

(ｱ) 前記ウ(ｱ)、(ｴ)、(ｶ)及び(ｷ)の表示について、当該資料を提出しなかった。 

(ｲ) 前記ウ(ｲ)及び(ｳ)の表示について、当該期間内に、それぞれ、表示に係る裏付け

とする資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な

根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

(ｳ) 前記ウ(ｵ)の表示のうち、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着

するかのように示す表示については当該資料を提出せず、最短１５分での到着も期

待できるかのように示す表示については当該期間内に表示に係る裏付けとする資

料を提出したが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであ

るとは認められないものであった。 

(2)ア ＡＲＳは、別表２記載の３役務のうち「街の電気屋さん」と称する屋号による電気

トラブル解決サービス及び「街のガラス屋さん」と称する屋号によるガラストラブル

解決サービスの各役務を一般消費者に提供するに当たり、それぞれ、自社ウェブサイ

トにおいて、別表１２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとお

り記載することにより、あたかも、当該２役務の各役務について、同表「表示内容」

欄に記載されたロゴマーク等に係る有名企業等から多数の受注実績があるかのよう

に示す表示をしていた。 

   イ 前記アについて、実際には、当該２役務の各役務に係る別表１２「表示内容」欄に

記載されたロゴマーク等に係る事業者等からの受注実績は、それぞれ、同表「実際の

内容」欄記載のとおりであってこれらの大部分からの受注実績がないものであった。 

ウ ＡＲＳは、別表２記載の３役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、それぞ

れ   

(ｱ) 自社ウェブサイトにおいて、別表１３「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該３役務の各役務の質及

び技術力が高いことから、当該３役務の各役務を利用しようとする一般消費者が

所在する地域において自社の顧客満足度が第１位であるかのように示す表示をし

ていた。 

(ｲ) 自社ウェブサイトにおいて、別表１４「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該３役務の各役務につい

て、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着し、また、最短１０分前
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後での到着も期待できるかのように示す表示をしていた。 

(ｳ) 「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービスについて、

実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社とは

無関係の「マーケティング・インベスト企画」と称する市場調査等を業とする事

業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け隊」と称す

るウェブサイトにおいて、別表１５「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおりの記載等をすることにより、あたかも、当該事業者が、５０を

超す電気トラブル解決サービス提供事業者から選定した１５事業者のサービス内

容を客観的に比較した結果、「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル

解決サービスが第２位として評価されたかのように示す表示をしていた。 

エ 消費者庁長官は、前記ウ(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)の表示について、景品表示法第５条第１

号に該当する表示か否かを判断するため、同法第８条第３項の規定に基づき、ＡＲ

Ｓに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めたところ、ＡＲＳは 

(ｱ) 前記ウ(ｱ)及び(ｳ)の表示について、当該資料を提出しなかった。 

(ｲ) 前記ウ(ｲ)の表示のうち、同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着

するかのように示す表示については当該資料を提出せず、最短１０分前後での到

着も期待できるかのように示す表示については当該期間内に表示に係る裏付けと

する資料を提出したが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す

ものであるとは認められないものであった。 

(3)ア ＡＲＳは、別表３記載の２役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、それ

ぞれ、自社ウェブサイトにおいて 

(ｱ) 別表１６「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、あたかも、当該２役務の各役務を提供する拠点が全国各地に１，

０００か所又は１，０００か所以上と多数存在するかのように示す表示をしてい

た。 

(ｲ) 別表１７「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載

することにより、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス

については、あたかも、当該役務について、年間受注実績が１０万件であり、同

表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等から多数の受注実績

があるかのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル

解決サービスについては、あたかも、当該役務について、平成２６年における年

間受注実績が１０万件又は１０万件以上であり、日本テレビの「ＺＩＰ！」と称

するテレビ番組、テレビ朝日の「グッド！モーニング」と称するテレビ番組及び

関西テレビの「よ～いどん！」と称するテレビ番組からの取材実績があるかのよ

うに示す表示をしていた。 
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イ 実際には 

(ｱ) 前記ア(ｱ)について、別表３記載の２役務の各役務を提供する拠点の数は、それ

ぞれ、別表１６「実際の内容」欄記載のとおりであって１，０００を大きく下回

るものであった。 

(ｲ) 前記ア(ｲ)について、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サー

ビスについては、当該役務に係る平成２７年及び平成２８年における最多の年間

受注実績は、別表１７「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大きく

下回り、当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事

業者等からの受注実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの

大部分からの受注実績がないものであり、「ライフ救急車」と称する屋号による鍵

トラブル解決サービスについては、当該役務に係る平成２６年における年間受注

実績は、同表「実際の内容」欄記載のとおりであって１０万件を大きく下回り、

当該役務に係る同表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材実績は、

同表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部からの取材実績がない

ものであった。 

ウ ＡＲＳは、別表３記載の２役務の各役務を一般消費者に提供するに当たり、それ

ぞれ 

(ｱ) 自社ウェブサイトにおいて、「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解

決サービスについて、別表１８「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該役務に係る自社の顧客満足

度が継続して高水準を達成しているかのように示す表示をしていた。 

(ｲ) 自社ウェブサイトにおいて、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル

解決サービスについて、別表１９「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」

欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該役務について、同業他社と

比較して作業員が最も早く作業現場に到着し、また、最短１５分での到着も期待

できるかのように示す表示をし、「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル

解決サービスについて、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄

記載のとおり記載することにより、あたかも、当該役務について、作業員が短時

間で作業現場に到着し、最短１５分での到着も期待できるかのように示す表示を

していた。 

(ｳ) 「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービスについて、実

際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず自社とは

無関係の「マーケティング・インベスト企画」と称する市場調査等を業とする事

業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け隊」と称す

るウェブサイトにおいて、別表２０「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内

容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該事業者が、５０を超す
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電気トラブル解決サービス提供事業者から選定した１５事業者のサービス内容

を客観的に比較した結果、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決

サービスが第３位として評価されたかのように示す表示をしていた。 

エ 消費者庁長官は、前記ウ(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)の表示について、景品表示法第５条第１

号に該当する表示か否かを判断するため、同法第８条第３項の規定に基づき、ＡＲ

Ｓに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めたところ、ＡＲＳは 

(ｱ) 前記ウ(ｱ)及び(ｳ)の表示について、当該資料を提出しなかった。 

(ｲ) 前記ウ(ｲ)の表示のうち、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解

決サービスに係る同業他社と比較して作業員が最も早く作業現場に到着するか

のように示す表示については当該資料を提出せず、当該２役務の各役務に係る最

短１５分での到着も期待できるかのように示す表示については当該期間内に表

示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 
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別表１ 

番号 役務 

１ 「電気の１１０番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

２ 「クラピタル」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 

３ 「クラピタル」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス 

４ 「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス 

 

別表２ 

番号 役務 

１ 「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

２ 「街の鍵屋さん」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 

３ 「街のガラス屋さん」と称する屋号によるガラストラブル解決サービス 

 

別表３ 

番号 役務 

１ 「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス 

２ 「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス 
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別
表
４
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

１
 

「
電

気
の

１
１

０
番

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ

ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
全
国
１
０
０
０
拠
点

！
」
 

・
「
１
０
０
０
拠
点
」
 

・
「
１
，
０
０
０
拠
点
 
全
国
各
地
に
ス
タ
ッ
フ
を
配
備
」
 

・「
全
国
１
，
０
０
０
以
上
の
拠
点
に
４
，
０
０
０
人
以
上
の
ス

タ
ッ
フ
が
常

駐
！
！
」
 

・
「

Ａ
 

ど
の

エ
リ

ア
に

対
応

し
て

い
る

ん
で

し
ょ

う
か

？
 

Ｑ
 

全
国

４

７
都
道
府
県
に
、
１
，
０
０
０
店
舗
以
上
の
拠
点
を
持
っ
て

お
り
ま
す
。」

 

当
該

役
務

を
提

供
す

る
拠

点
の

数
は

お

お
む
ね
２
１
０
以
下
 

２
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

鍵
ト

ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
全
国
１
０
０
０
拠
点

！
」
 

・
「
１
０
０
０
拠
点
」
 

・
「
１
，
０
０
０
拠
点
 
全
国
各
地
に
ス
タ
ッ
フ
を
配
備
」
 

・「
全
国
１
，
０
０
０
以
上
の
拠
点
に
４
，
０
０
０
人
以
上
の
ス

タ
ッ
フ
が
常

駐
！
！
」
 

・
「

Ａ
 

ど
の

エ
リ

ア
に

対
応

し
て

い
る

ん
で

し
ょ

う
か

？
 

Ｑ
 

全
国

４

７
都
道
府
県
に
、
１
，
０
０
０
店
舗
以
上
の
拠
点
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。」

 

当
該

役
務

を
提

供
す

る
拠

点
の

数
は

お

お
む
ね
２
３
６
以
下
 

３
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

ガ
ラ

ス
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
全
国
１
０
０
０
拠
点

！
」
 

・
「
１
０
０
０
拠
点
」
 

・
「
１
，
０
０
０
拠
点
 
全
国
各
地
に
ス
タ
ッ
フ
を
配
備
」
 

・「
全
国
１
，
０
０
０
以
上
の
拠
点
に
４
，
０
０
０
人
以
上
の
ス

タ
ッ
フ
が
常

駐
！
！
」
 

・
「

Ａ
 

ど
の

エ
リ

ア
に

対
応

し
て

い
る

ん
で

し
ょ

う
か

？
 

Ｑ
 

全
国

４

７
都
道
府
県
に
、
１
，
０
０
０
拠
点
以
上
を
持
っ
た
業
界
最

大
手
の
ガ
ラ

ス
修
理
屋
で
す
。」

 

当
該

役
務

を
提

供
す

る
拠

点
の

数
は

お

お
む
ね
１
３
８
以
下
 

４
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

害
虫

ト
ラ

ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
全
国
１
０
０
０
拠
点

！
」
 

・
「
１
０
０
０
拠
点
」
 

・
「
１
，
０
０
０
拠
点
 
全
国
各
地
に
ス
タ
ッ
フ
を
配
備
」
 

・「
全
国
１
，
０
０
０
以
上
の
拠
点
に
４
，
０
０
０
人
以
上
の
ス

タ
ッ
フ
が
常

駐
！
！
」
 

当
該

役
務

を
提

供
す

る
拠

点
の

数
は

お

お
む
ね
９
０
以
下
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 番

号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

・
「

Ａ
 

ど
の

エ
リ

ア
に

対
応

し
て

い
る

ん
で

し
ょ

う
か

？
 

Ｑ
 

全
国

４

７
都
道
府
県
に
、
１
，
０
０
０
店
舗
以
上
の
拠
点
を
持
っ
て

お
り
ま
す
。」

 

 

別
表
５
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

１
 

「
電

気
の

１
１

０
番

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ

ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
年
間
実
績
１
０
万
件
以
上
 
業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
実
績
」
 

・
「
選
ば
れ
て
年
間
１
０
万
件
。
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
１
 
年
間
実
績
１
０
万
件
以
上
」
 

・
「
官
公
庁
・
有
名
企
業
御
用
達
の
確
か
な
実
績
あ
る
サ
ー
ビ
ス

で
す
。
」
と

記
載
す
る

と
と
も
に
、「

官
公
庁
」
と
記
載
し
た
上
で
、
防
衛
省
、
警
察
庁
、

国
税
庁
及
び
国
土
交
通
省
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
を
、
ま
た
、「

有
名
企
業
」
と

記
載
し
た
上
で
、
全
農
、
日
本
郵
便
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
及
び
関
西
電
力
の
ロ

ゴ
マ
ー
ク
等
を
記
載
。
 

・
「

安
心

ポ
イ

ン
ト

３
 

メ
デ

ィ
ア

取
材

実
績

ア
リ

 
日

本
テ

レ
ビ

Ｚ
Ｉ

Ｐ
！

 
テ

レ
ビ

朝
日

グ
ッ

ド
！

モ
ー

ニ
ン

グ
 

関
西

テ
レ

ビ
よ

～
い

ど

ん
！
 
メ
デ
ィ
ア
・
公
へ
の
露
出
が
安
心
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。」

 

・
平
成
２
７
年
及
び
平
成
２
８
年
に
お
け

る
最
多
の
年
間
受
注
実
績
は
１
２
，
４

５
８
件
 

・
防
衛
省
、
警
察
庁
、
国
土
交
通
省
、
全

農
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
及
び
関
西
電
力
の
ロ

ゴ
マ

ー
ク

等
に

係
る

事
業

者
等

か
ら

の
受
注
実
績
は
な
い
。
 

・
い
ず
れ
の
テ
レ
ビ
番
組
か
ら
も
取
材
実

績
は
な
い
。
 

２
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

鍵
ト

ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
年
間
実
績
１
０
万
件
以
上
 
業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
実
績
」
 

・
「
選
ば
れ
て
年
間
１
０
万
件
。
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
１
 
年
間
実
績
１
０
万
件
以
上
」
 

・
「

安
心

ポ
イ

ン
ト

３
 

メ
デ

ィ
ア

取
材

実
績

ア
リ

 
日

本
テ

レ
ビ

Ｚ
Ｉ

Ｐ
！

 
テ

レ
ビ

朝
日

グ
ッ

ド
！

モ
ー

ニ
ン

グ
 

関
西

テ
レ

ビ
よ

～
い

ど

ん
！
 
メ
デ
ィ
ア
・
公
へ
の
露
出
が
安
心
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。」

 

・
平
成
２
７
年
及
び
平
成
２
８
年
に
お
け

る
最
多
の
年
間
受
注
実
績
は
１
６
，
４

６
５
件
 

・
日
本

テ
レ
ビ
の
「
Ｚ
Ｉ
Ｐ
！
」
と
称
す

る
テ

レ
ビ

番
組

及
び

テ
レ

ビ
朝

日
の

「
グ
ッ
ド
！
モ
ー
ニ
ン
グ
」
と
称
す
る

テ
レ

ビ
番

組
か

ら
の

取
材

実
績

は
な

い
。
 

３
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

ガ
ラ

ス
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
年
間
実
績
１
０
万
件
以
上
 
業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
実
績
」
 

・
「
選
ば
れ
て
年
間
１
０
万
件
。
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
１
 
年
間
実
績
１
０
万
件
以
上
」
 

・
「
官
公
庁
・
有
名
企
業
御
用
達
の
確
か
な
実
績
あ
る
サ
ー
ビ
ス

で
す
。
」
と

・
平
成
２
７
年
及
び
平
成
２
８
年
に
お
け

る
最
多
の
年
間
受
注
実
績
は
４
，
３
６

４
件
 

・
警
察
庁
、
国
税
庁
、
国
土
交
通
省
、
Ｊ



１５ 

 
 

 
 

 
 番

号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

記
載
す
る

と
と
も
に
、「

官
公
庁
」
と
記
載
し
た
上
で
、
防
衛
省
、
警
察
庁
、

国
税
庁
及
び
国
土
交
通
省
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
を
、
ま
た
、「

有
名
企
業
」
と

記
載
し
た
上
で
、
全
農
、
日
本
郵
便
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
及
び
関
西
電
力
の
ロ

ゴ
マ
ー
ク
等
を
記
載
。
 

・
「

安
心

ポ
イ

ン
ト

３
 

メ
デ

ィ
ア

取
材

実
績

ア
リ

 
日

本
テ

レ
ビ

Ｚ
Ｉ

Ｐ
！

 
テ

レ
ビ

朝
日

グ
ッ

ド
！

モ
ー

ニ
ン

グ
 

関
西

テ
レ

ビ
よ

～
い

ど

ん
！
 
メ
デ
ィ
ア
・
公
へ
の
露
出
が
安
心
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。」

 

Ｒ
東

日
本

及
び

関
西

電
力

の
ロ

ゴ

マ
ー

ク
等

に
係

る
事

業
者

等
か

ら
の

受
注
実
績
は
な
い
。
 

・
関
西

テ
レ
ビ
の
「
よ
～
い
ど
ん
！
」
と

称
す

る
テ

レ
ビ

番
組

か
ら

の
取

材
実

績
は
な
い
。
 

４
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

害
虫

ト
ラ

ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
年
間
実
績
１
０
万
件
以
上
 
業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
実
績
」
 

・
「
選
ば
れ
て
年
間
１
０
万
件
。
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
１
 
年
間
実
績
１
０
万
件
以
上
」
 

・
「
官
公
庁
・
有
名
企
業
御
用
達
の
確
か
な
実
績
あ
る
サ
ー
ビ
ス

で
す
。
」
と

記
載
す
る

と
と
も
に
、「

官
公
庁
」
と
記
載
し
た
上
で
、
防
衛
省
、
警
察
庁
、

国
税
庁
及
び
国
土
交
通
省
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
を
、
ま
た
、「

有
名
企
業
」
と

記
載
し
た
上
で
、
全
農
、
日
本
郵
便
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
及
び
関
西
電
力
の
ロ

ゴ
マ
ー
ク
等
を
記
載
。
 

・
「

安
心

ポ
イ

ン
ト

３
 

メ
デ

ィ
ア

取
材

実
績

ア
リ

 
日

本
テ

レ
ビ

Ｚ
Ｉ

Ｐ
！

 
テ

レ
ビ

朝
日

グ
ッ

ド
！

モ
ー

ニ
ン

グ
 

関
西

テ
レ

ビ
よ

～
い

ど

ん
！
 
メ
デ
ィ
ア
・
公
へ
の
露
出
が
安
心
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。」

 

・
平
成
２
７
年
及
び
平
成
２
８
年
に
お
け

る
最
多
の
年
間
受
注
実
績
は
１
，
６
９

６
件
 

・
防
衛
省
、
警
察
庁
、
国
税
庁
、
全
農
、

Ｊ
Ｒ

東
日

本
及

び
関

西
電

力
の

ロ
ゴ

マ
ー

ク
等

に
係

る
事

業
者

等
か

ら
の

受
注
実
績
は
な
い
。
 

・
い
ず
れ
の
テ
レ
ビ
番
組
か
ら
も
取
材
実

績
は
な
い
。
 

 

別
表
６
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の

１
１

０
番

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ

ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
業
界
最
大
手
の
電
気

の
プ
ロ
が
即
日
対
応
し
ま
す
。
」
 

・
「
電
気
の
救
急
車
は
日
本
一
の
電
気
業
者
で
す
！
」
 

・
「
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
電
気
工
事
業
者
」
 

２
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

・
「
業
界
最
大
手
の
鍵
の
プ
ロ
が
即
日
対
応
し
ま
す
。」

 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
日
本
一
の
鍵
業
者
で
す
！
」
 



１６ 

 
 

 
 

 
 番

号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

鍵
ト

ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
業
界

Ｎ
ｏ
．
１
鍵
業
者
で
す
。
」
 

３
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

ガ
ラ

ス
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
業
界
最
大
手
の
ガ
ラ
ス
の
プ
ロ
が
即
日
対
応
し
ま
す
。」

 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
日
本
一
の
ガ
ラ
ス
業
者
で
す
！
」
 

・
「
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
ガ
ラ
ス
業
者
」
 

・
「
業
界
最
大
手
の
ガ
ラ

ス
屋
」
 

４
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル

」
と

称
す

る
屋

号
に

よ
る

害
虫

ト
ラ

ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
業
界
最
大
手
の
害
虫

の
プ
ロ
が
即
日
対
応
し
ま
す
。
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
日
本

一
の
害
虫
駆
除
業
者
で
す
！
」
 

・
「
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
害
虫
駆
除
業
者
」
 

 

別
表
７
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の

１
１
０

番

救
急

車
」

と
称
す

る

屋
号

に
よ

る
電
気

ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー

ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
１
 
技
術
力
 
ト
ラ
ブ
ル
解
決
日
本
一
！
」
 

・
「
技
術
力
 
日
本
一
！
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
２
 
日
本
一
の
電
気
工
事
技
術
」
 

・
「
日
本
一
の
技
術
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
」
 

２
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

鍵
ト

ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
１
 
技
術
力
 
ト
ラ
ブ
ル
解
決
日
本
一
！
」
 

・
「
技
術
力
 
日
本
一
！
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
２
 
日
本
一
の
鍵
開
け
技
術
」
 

・
「
日
本
一
の
技
術
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
」
 

３
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

ガ
ラ

ス
ト

ラ
ブ
ル

解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
１
 
技
術
力
 
ト
ラ
ブ
ル
解
決
日
本
一
！
」
 

・
「
技
術
力
 
日
本
一
！
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
２
 
日
本
一
の
ガ
ラ
ス
工
事
技
術
」
 

・
「
日
本
一
の
技
術
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
」
  

・
「
日
本
一
を
誇
る
技
術
力
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
い
た
し
ま
す
。
」
 



１７ 

 
 

 
 

 
 番

号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

４
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

害
虫

ト
ラ

ブ
ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
１
 
技
術
力
 
ト
ラ
ブ
ル
解
決
日
本
一
！
」
 

・
「
技
術
力
 
日
本
一
！
」
 

・
「
安
心
ポ
イ
ン
ト
２
 
日
本
一
の
害
虫
駆
除
技
術
」
 

・
「
日
本
一
の
技
術
で
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
」
 

・
「
日
本
一
を
誇
る
対
応
実
績
と
技
術
力
で
、
お
客
様
の
害
虫
・
害
獣
・
害
鳥
ト
ラ
ブ
ル
を
適
切
に
解
決
い
た
し
ま
す
。」

 

 

別
表
８
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の

１
１
０

番

救
急

車
」

と
称
す

る

屋
号

に
よ

る
電
気

ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー

ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「

そ
の

２
 

対
応

実
績

 
年
間

実
績

日
本

一
！

 
設

備
工
事

サ
ー

ビ
ス

業
に

お
け

る
公
開

デ
ー

タ
を

同
業

他
社

と
比
較

（
２
０
１
５
年
 
自
社
調
べ
）」

 

・
「
対
応
実
績
 
日
本
一
！
」
 

２
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

鍵
ト

ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・「
そ
の
２
 
対
応
実
績
 
年
間
実
績
日
本
一
！
 
鍵
修
理
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
け
る
公
開
デ
ー
タ
を
同
業
他
社
と
比
較
（
２

０
１
５
年
 
自
社
調
べ
）
」
 

・
「
対
応
実
績
 
日
本
一
！
」
 

３
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

ガ
ラ

ス
ト

ラ
ブ
ル

解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・「
そ
の
２
 
対
応
実
績
 
年
間
実
績
日
本
一
！
 
設
備
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
け
る
公
開
デ
ー
タ
を
同
業
他
社
と
比
較
（
２
０

１
５
年
 
自
社
調
べ
）」

 

・
「
対
応
実
績
 
日
本
一
！
」
 

４
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

害
虫

ト
ラ

ブ
ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・「
そ
の
２
 
対
応
実
績
 
年
間
実
績
日
本
一
！
 
設
備
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
け
る
公
開
デ
ー
タ
を
同
業
他
社
と
比
較
（
２
０

１
５
年
 
自
社
調
べ
）」

 

・
「
対
応
実
績
 
日
本
一
！
」
 

   



１８ 

 
 

 
 

 
 

別
表
９
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の

１
１
０

番

救
急

車
」

と
称
す

る

屋
号

に
よ

る
電
気

ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー

ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
３
 
満
足
度
 
お
客
様
満
足
度
日
本
一
！
」
 

・
「
満
足
度
 
日
本
一
！
」
 

・
「
お
客
様
満
足
度
、
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
 
多
く
の
方
に
『
電
気
の
救
急
車
を
選
ん
で
よ
か
っ
た
』
と
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

満
足

度
調

査
※

 
大

満
足

６
０

％
 

満
足

３
３

％
 

ど
ち

ら
で

も
な

い
」
、
「

２
０

１
４

年
度

の
お

客
様

ア
ン

ケ
ー

ト
 

３
８
２
名
の
う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

・「
電
気
の
救
急
車
の
お
客
様
満
足
度
は
・
・
・
９
３
．
０
％
！

！
 
満
足
度
Ｎ
ｏ
．
１
 
２
０
１
４
年
度
の
お
客
様
ア
ン

ケ
ー
ト
３
８
２
名
の
う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

２
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

鍵
ト

ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
３
 
満
足
度
 
お
客
様
満
足
度
日
本
一
！
」
 

・
「
満
足
度
 
日
本
一
！
」
 

・「
お
客
様
満
足
度
、
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
 
多
く
の
方
に
『
ク
ラ
ピ
タ

ル
を
選
ん
で
よ
か
っ
た
』
と
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
満

足
度
調
査
※
 

大
満
足
６
０
％
 
満
足
３
３
％
 
ど
ち
ら
で
も

な
い
」
、
「
２
０
１
４
年
度
の
お
客
様
ア
ン
ケ
ー
ト
 
３

８
２
名
の
う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

・「
ク
ラ
ピ
タ
ル
の
お
客
様
満
足
度
は
・
・
・
９
３
．
０
％
！
！
 
満
足
度
Ｎ
ｏ
．
１
 
※
２
０
１
４
年
度
の
お
客
様
ア
ン

ケ
ー
ト
（
３
８
２
名
）
の
う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え

」
 

３
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

ガ
ラ

ス
ト

ラ
ブ
ル

解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
３
 
満
足
度
 
お
客
様
満
足
度
日
本
一
！
」
 

・
「
満
足
度
 
日
本
一
！
」
 

・「
お
客
様
満
足
度
、
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
 
多
く
の
方
に
『
ク
ラ
ピ
タ

ル
を
選
ん
で
よ
か
っ
た
』
と
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
満

足
度
調
査
※
 

大
満
足
６
０
％
 
満
足
３
３
％
 
ど
ち
ら
で
も

な
い
」
、
「
２
０
１
４
年
度
の
お
客
様
ア
ン
ケ
ー
ト
 
３

８
２
名
の
う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

・「
ク
ラ
ピ
タ
ル
の
お
客
様
満
足
度
は
・
・
・
９
３
．
０
％
！
！
 
満
足
度
Ｎ
ｏ
．
１
 
２
０
１
４
年
度
の
お
客
様
ア
ン
ケ
ー

ト
３
８
２
名
の
う
ち
、
３
５
５
名
が
満
足
と
お
答
え
」
 

４
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

害
虫

ト
ラ

ブ
ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
そ
の
３
 
満
足
度
 
お
客
様
満
足
度
日
本
一
！
」
 

・
「
満
足
度
 
日
本
一
！
」
 

・「
お
客
様
満
足
度
、
業
界
Ｎ
ｏ
．
１
 
多
く
の
方
に
『
ク
ラ
ピ
タ

ル
を
選
ん
で
よ
か
っ
た
』
と
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
満

足
度
調
査
※
 

大
満
足
６
０
％
 
満
足
３
３
％
 
ど
ち
ら
で
も

な
い
」
、
「
※
２
０
１
４
年
度
お
客
様
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計

結
果
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
の
お
客

様
満
足
度
は
・
・
・
９
３

．
０
％
！
！
 
満
足
度
Ｎ
ｏ
．
１
」
 



１９ 

 
 

 
 

 
 

別
表
１
０
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の

１
１
０

番

救
急

車
」

と
称
す

る

屋
号

に
よ

る
電
気

ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー

ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
電
気
の
ト
ラ
ブ
ル
最

短
１
５
分
」
 

・
「
電
気
の
救
急
車
は
最

短
１
５
分
で
現
場
ま
で
到
着
。
」
 

・
「
最
短
１
５
分
で
現
場
到
着
」
 

・
「
保
証
Ｎ
ｏ
．
２
 
業
界
最
速
」
 

・「
業
界
最
速
」
、「

日
本
全
国
１
，
０
０
０
箇
所
以
上
の
拠
点
か

ら
最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
全
国
各
地
に
点
在
す

る
拠
点
か
ら
、
最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
お
客
様
の
お
近
く
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
駆
け
つ
け
る
た
め
、
ど
こ
の

電
気
屋
よ
り
も
早
く
現
場
へ
到
着
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。」

 

２
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

鍵
ト

ラ
ブ

ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
鍵
の
ト
ラ
ブ
ル
最
短

１
５
分
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
最
短

１
５
分
で
現
場
ま
で
到
着
。」

 

・
「
最
短
１
５
分
で
到
着
」
 

・
「
保
証
Ｎ
ｏ
．
２
 
業
界
最
速
」
 

・「
業
界
最
速
水
準
」、
「
日
本
全
国
に
多
数
あ
る
拠
点
か
ら
最
短

距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
全
国
各
地
に
点
在
す

る
拠
点

か
ら
、
最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
お
客
様
の
お
近
く
に

い
る
ス
タ
ッ
フ
が
駆
け
つ
け
る
た
め
、
ど
こ
の
鍵
屋
よ

り
も
早
く
現
場
へ
到
着
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
」
 

３
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

ガ
ラ

ス
ト

ラ
ブ
ル

解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
ガ
ラ
ス
の
ト
ラ
ブ
ル

最
短
１
５
分
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
最
短

１
５
分
で
現
場
ま
で
到
着
。」

 

・
「
最
短
１
５
分
で
現
場
到
着
」
 

・
「
保
証
Ｎ
ｏ
．
２
 
業
界
最
速
」
 

・「
業
界
最
速
」
、「

日
本
全
国
１
，
０
０
０
箇
所
以
上
の
拠
点
か

ら
最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
全
国
各
地
に
点
在
す

る
拠
点
か
ら
、
最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
お
客
様
の
お
近
く
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
駆
け
つ
け
る
た
め
、
ど
こ
の

業
者
よ
り
も
早
く
現
場
へ
到
着
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。」

 

４
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

害
虫

ト
ラ

ブ
ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

１
月

２
０

日

ま
で
の
間
 

・
「
害
虫
の
ト
ラ
ブ
ル
最

短
１
５
分
」
 

・
「
ク
ラ
ピ
タ
ル
は
最
短

１
５
分
で
現
場
ま
で
到
着
。」

 

・
「
最
短
１
５
分
で
現
場
到
着
」
 

・
「
保
証
Ｎ
ｏ
．
２
 
業
界
最
速
」
 

・「
業
界
最
速
」
、「

日
本
全
国
１
，
０
０
０
箇
所
以
上
の
拠
点
か

ら
最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
全
国
各
地
に
点
在
す

る
拠
点
か
ら
、
最
短
距
離
の
ス
タ
ッ
フ
を
派
遣
。
お
客
様
の
お
近
く
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
駆
け
つ
け
る
た
め
、
ど
こ
の



２０ 

 
 

 
 

 
 番

号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

業
者
よ
り
も
早
く
現
場
へ
到
着
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。」

 

 

別
表
１
１
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
電

気
の

１
１
０

番

救
急

車
」

と
称
す

る

屋
号

に
よ

る
電
気

ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー

ビ

ス
 

平
成

２
８

年
１

１

月
１

４
日

か
ら

平

成
２

９
年

６
月

３

０
日
ま
で
の
間
 

・「
５
０
を
超
す
業
者
サ
イ
ト
か
ら
優
良
業
者
を
１
５
に
厳
選
！

 
即
日
対
応
・
土
日
対
応
の
電
気
工
事
業
者
を
徹
底
比
較
 

早
い
！
安
い
！
施
工
件
数
豊
富
 
顧
客
満
足
度
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
安
心
工
事
業
者
を
探
そ
う
！
」
 

・「
比
較
検
索
と
ラ
ン
キ
ン
グ
で
自
分
に
ベ
ス
ト
な
業
者
を
発
見

！
」
、「

電
気
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た
と
き
、
ど
こ
へ
連

絡
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
方
の
た
め
に
、
全

国
の
優
良
業
者
を
ラ
ン
キ
ン
グ
形
式
で
紹
介
し
て
い
る

の
が
こ
の
サ
イ
ト
。
連
絡
か
ら
の
到
着
時
間
や
料
金
、
対
応
で

き
る
作
業
の
内
容
な
ど
を
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
。
信
頼
で

き
る
業
者
の
み
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。」

 

・
「

当
サ

イ
ト

掲
載

の
基

準
＆

信
頼

性
 

①
５

０
を

超
す
電
気

工
事

業
者

サ
イ

ト
を

吟
味
の

上
、

優
良

業
者

を
１

５
に
厳

選
！

 
②

業
者

サ
イ

ト
に

記
載

さ
れ

て
い

る
情

報
を

隅
々

ま
で

精
査

、
優

良
情

報
を

完
全

に
網

羅
！

 
③

他
社

ア
ン

ケ
ー
ト
サ
イ
ト
を
使
用
し
、
厳
選
し
た
１
５
の
業
者
の
口
コ
ミ

を
調
査
！
 
④
口
コ
ミ
は
誹
謗
中
傷
な
ど
を
除
き
、
依

頼
の
参
考
と
な
る
内
容
の
み
を
公
開
！
 

⑤
電
気
工
事
や
業
者

に
精
通
し
た
管
理
人
が
、
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
な
ど

を
解
説
！
」
 

・
「
１
位

 
電
気
の
１
１
０
番
救

急
車
」
 

・「
こ
の
サ
イ
ト
に
つ
い
て
 
当
サ
イ
ト
で
は
、
電
気
の
ト
ラ
ブ

ル
に
関
す
る
役
立
つ
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
サ
イ
ト

運
営
が
選
り
す
ぐ
っ
た
優
良
修
理
業
者
の
紹
介
や
、
電
気
や
電
気
工
事
に
関
す
る
知
識
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
」
 

２
 

「
ク

ラ
ピ

タ
ル
」

と

称
す

る
屋

号
に
よ

る

害
虫

ト
ラ

ブ
ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
９

月

２
日

か
ら

平
成

２

９
年

６
月

３
０

日

ま
で
の
間
 

・「
全
国
か
ら
１
５
社
を
厳
選
 
ゴ
キ
ブ
リ
・
ハ
チ
・
ネ
ズ
ミ
 

駆
除
業
者
を
徹
底
比

較
 
駆
除
業
者
探
し
に
必
見
！
 
ゴ

キ
ブ
リ
・
ハ
チ
・
ネ
ズ
ミ
な
ど
の
害
虫
・
害
獣
駆
除
業
者
で
一
番
安
く
て
一
番
早
い
安
心
安
全
お
す
す
め
な
業
者
を
紹

介
」
 

・「
害
虫
・
害
獣
駆
除
業
者
で
 
安
さ
・
早
さ
・
安
全
性
の
高
い

業
者
を
厳
選
！
」
、「

当
サ
イ
ト
で
は
、
全
国
の
害
虫
・
害

獣
駆
除
業

者
の
中
か
ら
『
安
さ
・
早
さ
・
安
全
』
で
信
頼
で
き
る
業
者
の
み
を
調
べ
ご
紹
介
。
も
し
も
の
害
虫
・
害
獣
ト

ラ
ブ
ル
の
際
に
お
役
に
立
て
る
情
報
を
集
め
ま
し
た
。
」
 

・「
当
サ
イ
ト
で
掲
載
し
て
い
る
害
虫
・
害
獣
駆
除
業
者
の
基
準
 
１
．
運
営
ス
タ
ッ
フ
が
実
際
に
問
い
合
わ
せ
や
見
積
も

り
を
依
頼
し
、
好
印
象
だ
っ
た
業
者
の
み
を
厳
選
 

２
．
ラ
ン

キ
ン
グ
は
ネ
ッ
ト
リ
サ
ー
チ
サ
イ
ト
な
ど
を
使
用
し
、

公
平
に
審
査
 
３
．
サ
ー
ビ
ス
の
安
さ
、
早
さ
、
安
全
性
な
ど

を
調
べ
、
詳
し
く
ご
紹
介
 

４
．
利
用
し
た
ユ
ー
ザ
ー

の
口
コ
ミ
や
感
想
は
、
依
頼
の
参
考
に
な
る
も
の
を
厳
選
し
て
多
く
ご
紹
介
」
 



２１ 

 
 

 
 

 
 番

号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

・
「
業
者
比
較
ナ
ビ
イ
チ
オ
シ
の
業
者
ラ
ン
キ
ン
グ
ト
ッ
プ
１
０
」
 

・
「
第
１
位
 
ク
ラ
ピ
タ
ル
」
 

・「
お
客
様
ア
ン
ケ
ー
ト
 

※
当
サ
イ
ト
の
ラ
ン
キ
ン
グ
基
準
は

、
以
下
を
根
拠
と
し
て
い
ま
す
。
当
サ
イ
ト
で
は
、
各
業

者
サ
イ
ト
の
サ
ー
ビ
ス
・
サ
ポ
ー
ト
を
実
際
に
ご
利
用
い
た
だ

い
た
お
客
様
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結

果
を
集
計
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

・
調
査
の
企
画
元
：

 
・
調
査
目
的
：
害
虫
駆
除
業
者
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス

の
実
態
調
査
 
・
調
査

方
法
：
 
・
実

施
時
期
：
 
・
実
施
方

法
：
 
・
調
査

対
象
地
域
：
 
・
調
査

対
象
者
：
 
・
有

効
回
答
数
：
」
 

 

別
表
１
２
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

１
 

「
街

の
電

気
屋

さ

ん
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
有
名
企
業
様
か
ら
ご
贔
屓
い
た
だ
い
て
ま
す
♪
 

防
衛
省
 
警
察
庁
 
国

税
庁
 
国
土
交
通
省
 
日
本
郵
便
 
Ｊ
Ｒ
東
日
本
 
関
西
電
力
 
全
農
 
Ｔ

Ｏ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ａ
 

三
菱
重
工
 
・
大
和
ハ
ウ
ス
 
・
読
売
新
聞
グ
ル
ー
プ
 
・

高
島
屋
 
・
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
フ
ラ
イ
ド
チ
キ
ン
 
・
三
井
ホ
ー

ム
エ
ス
テ
ー

ト
 
・
三
井
東
京
Ｕ

Ｆ
Ｊ
銀
行
 
・
洋
服
の
青
山
 
・
ほ
っ
か
ほ

っ
か
亭
 
・

三
井
の
リ
ハ
ウ
ス
 
・
り
そ
な
銀
行
 
・
ユ
ニ
ク
ロ
 
・
セ
ブ
ン
ア
ン
ド
ア

イ
 
・
日
本
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
 
・
み
ず
ほ
銀
行
 
・
バ
ン
ダ
イ
 
・
フ
ァ
ミ

リ
ー
マ
ー
ト
 

・
大
成
建
設
 
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
 

・
東
芝
 
・
ブ
ッ

ク
オ
フ
 
・

鹿
島
建
設
 
・
ソ
フ
ト

バ
ン
ク
 
・
旭
化
成
 
・
ヤ
マ
ト
運
輸

 
・
東
急
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
 
・
エ
イ
ブ
ル
 
・
ア
ル
ソ
ッ
ク
 
・
羽
田
空
港
 
・
日
立

ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
 
・
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
 
・
マ
ク
ド

ナ
ル
ド
 
・
そ
の
ほ
か

多
数
 
多
数
の
企
業
様
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
の
は
、
や
っ
ぱ

り
、
地
域
密

着
型
だ
か
ら
。
街
々
に
密
着
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
拠
点
に
い

る
か
ら
企
業

様
も
安
心
で
き
る
！
！
み
た
い
で
す
。
」
 

防
衛
省
、
警
察
庁
、
国
土
交
通
省
、
Ｊ
Ｒ

東
日
本
、
関
西
電
力
、
全
農
、
ト
ヨ
タ
、

三
菱
重
工
、
大
和
ハ
ウ
ス
、
高
島
屋
、
三

井
ホ
ー
ム
エ
ス
テ
ー
ト
、
ほ
っ
か
ほ
っ
か

亭
、
三
井
の
リ
ハ
ウ
ス
、
り
そ
な
銀
行
、

ユ
ニ
ク
ロ
、
セ
ブ
ン
ア
ン
ド
ア
イ
、
日
本

ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
、
み
ず
ほ
銀
行
、
バ
ン
ダ

イ
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
大
成
建
設
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
、
東
芝
、
ブ
ッ
ク
オ
フ
、
鹿
島
建

設
、
旭
化
成
、
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、

ア
ル

ソ
ッ

ク
及

び
羽

田
空

港
の

ロ
ゴ

マ
ー

ク
等

に
係

る
事

業
者

等
か

ら
の

受

注
実
績
は
な
い
。
 

２
 

「
街

の
ガ

ラ
ス

屋
さ

ん
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
ガ

ラ
ス

ト
ラ

ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
有
名
企
業
様
か
ら
ご
贔
屓
い
た
だ
い
て
ま
す
♪
 

防
衛
省
 
警
察
庁
 
国

税
庁
 
国
土
交
通
省
 
日
本
郵
便
 
Ｊ
Ｒ
東
日
本
 
関
西
電
力
 
全
農
 
Ｔ

Ｏ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ａ
 

三
菱
重
工
 
・
大
和
ハ
ウ
ス
 
・
読
売
新
聞
グ
ル
ー
プ
 
・

高
島
屋
 
・
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
フ
ラ
イ
ド
チ
キ
ン
 
・
三
井
ホ
ー

ム
エ
ス
テ
ー

警
察
庁
、
国
税
庁
、
国
土
交
通
省
、
Ｊ
Ｒ

東
日
本
、
関
西
電
力
、
ト
ヨ
タ
、
三
菱
重

工
、
大
和
ハ
ウ
ス
、
読
売
新
聞
グ
ル
ー
プ
、

高
島
屋
、
洋
服
の
青
山
、
三
井
の
リ
ハ
ウ



２２ 

 
 

 
 

 
 番

号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

ト
 
・
三
井
東
京
Ｕ

Ｆ
Ｊ
銀
行
 
・
洋
服
の
青
山
 
・
ほ
っ
か
ほ
っ
か
亭
 
・

三
井
の
リ
ハ
ウ
ス
 
・
り
そ
な
銀
行
 
・
ユ
ニ
ク
ロ
 
・
セ
ブ
ン
ア
ン
ド
ア

イ
 
・
日
本
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
 
・
み
ず
ほ
銀
行
 
・
バ
ン
ダ
イ
 
・
フ
ァ
ミ

リ
ー
マ
ー
ト
 

・
大
成
建
設
 
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
 

・
東
芝
 
・
ブ
ッ

ク
オ
フ
 
・

鹿
島
建
設
 
・
ソ
フ
ト

バ
ン
ク
 
・
旭
化
成
 
・
ヤ
マ
ト
運
輸
 
・
東
急
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
 
・
エ
イ
ブ
ル
 
・
ア
ル
ソ
ッ
ク
 
・
羽
田
空
港
 
・
日
立

ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
 
・
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
 
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
 
・
そ
の
ほ
か

多
数
 
多
数
の
企
業
様
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
の
は
、
や
っ
ぱ

り
、
地
域
密

着
型
だ
か
ら
。
街
々
に
密
着
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
拠
点
に
い

る
か
ら
企
業

様
も
安
心
で
き
る
！
！
み
た
い
で
す
。
」
 

ス
、
り
そ
な
銀
行
、
ユ
ニ
ク
ロ
、
日
本
ビ

ル
サ
ー
ビ
ス
、
み
ず
ほ
銀
行
、
バ
ン
ダ
イ
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
大
成
建
設
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
、
ブ
ッ
ク
オ
フ
、
鹿
島
建
設
、
ソ
フ
ト

バ
ン
ク
、
ヤ
マ
ト
運
輸
、
エ
イ
ブ
ル
、
羽

田
空
港
、
ツ
タ
ヤ
及
び
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の

ロ
ゴ

マ
ー

ク
等

に
係

る
事

業
者

等
か

ら

の
受
注
実
績
は
な
い
。
 

 

別
表
１
３
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
街

の
電

気
屋

さ

ん
」

と
称

す
る
屋

号

に
よ

る
電

気
ト
ラ

ブ

ル
解
決
サ
ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
ア
ナ
タ

の
街
に
あ
る
電
気
屋
さ
ん
の

中
で
も
 

品
質
良
い
か
ら
 

技
術
あ
る
か
ら
 
Ｎ
ｏ
．
１

の
お
客
様
満
足
度
が

あ

り
ま
す
。
」
 

２
 

「
街

の
鍵

屋
さ
ん

」

と
称

す
る

屋
号
に

よ

る
鍵

ト
ラ

ブ
ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
ア
ナ
タ

の
街
に
あ
る
鍵
屋
さ
ん
の
中

で
も
 

品
質
良
い
か
ら
 
技

術
あ
る
か
ら
 
Ｎ
ｏ
．
１
の

お
客
様
満
足
度
が
あ

り

ま
す
。」

 

３
 

「
街

の
ガ

ラ
ス
屋

さ

ん
」

と
称

す
る
屋

号

に
よ

る
ガ

ラ
ス
ト

ラ

ブ
ル
解
決
サ
ー

ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
ア
ナ
タ

の
街
に
あ
る
ガ
ラ
ス
屋
さ
ん

の
中
で
も
 

品
質
良
い
か
ら

 
技
術
あ
る
か
ら
 
Ｎ
ｏ
．

１
の
お
客
様
満
足
度

が

あ
り
ま
す
。」

 

 

  



２３ 

 
 

 
 

 
 

別
表
１
４
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
街

の
電

気
屋

さ

ん
」

と
称
す
る

屋
号

に
よ

る
電
気
ト

ラ
ブ

ル
解
決
サ
ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
ア
ナ
タ
の
近
く
の
ス

タ
ッ
フ
が
 
最
短
１
０
分
前
後
で
サ
～

ビ
ス
を
お
届
け
！
！
」
 

・
「

近
く

に
い

る
か

ら
他

社
よ
り

早
い

 
最

短
１

０
分

で
到
着

 
ア

ナ
タ

の
街

が
拠

点
だ
か

ら
何

か
あ

っ
た

ら
す

ぐ
行
け

る
」
 

・
「
最
短
１
０
分
」
 

・
「
早
さ
ピ
カ
イ
チ
 
身
近
だ
か
ら
、
最
短
１
０
分
前
後
に
到
着
す
る
」
 

・「
Ｑ
 
停
電
し
た
の
で
す
ぐ
来
て
欲
し
い
。
ど
れ
ぐ
ら
い
で
こ
れ
ま
す
か
？
 
道
路
状
況
や
ス
タ
ッ
フ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
も
よ
り
ま
す
が
、
最
短
１
０
分
前
後
で
現
場
へ
お
伺
い
し

て
い
ま
す
。
通
常
で
も
３
０
分
～
６
０
分
で
お
伺
い
し
て

い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
電
話
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。」

 

・
「
ど
こ
よ
り
も
早
く
！
！
」
 

２
 

「
街

の
鍵
屋
さ

ん
」

と
称

す
る
屋
号

に
よ

る
鍵

ト
ラ
ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
ア
ナ
タ
の
近
く
の
ス

タ
ッ
フ
が
 
最
短
１
０
分
前
後
で
サ
～

ビ
ス
を
お
届
け
！
！
」
 

・
「

近
く

に
い

る
か

ら
他

社
よ
り

早
い

 
最

短
１

０
分

で
到
着

 
ア

ナ
タ

の
街

が
拠

点
だ
か

ら
何

か
あ

っ
た

ら
す

ぐ
行
け

る
」
 

・
「
最
短
１
０
分
」
 

・
「
早
さ
ピ
カ
イ
チ
 
身
近
だ
か
ら
、
最
短
１
０
分
前
後
に
到
着
す
る
」
 

・「
Ｑ
 
玄
関
の
鍵
を
失
く
し
た
の
で
す
ぐ
来
て
欲
し
い
。
ど
れ
ぐ
ら
い
で
こ
れ
ま
す
か
？
 
道
路
状
況
や
ス
タ
ッ
フ
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
も
よ
り
ま
す
が
、
最
短
１
０
分
前
後
で
現
場

へ
お
伺
い
し
て
い
ま
す
。
通
常
で
も
３
０
分
～
６
０
分
で

お
伺
い
し
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
電
話
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
」
 

・
「
ど
こ
よ
り
も
早
く
！
！
」
 

３
 

「
街

の
ガ
ラ
ス

屋
さ

ん
」

と
称
す
る

屋
号

に
よ

る
ガ
ラ
ス

ト
ラ

ブ
ル
解
決
サ
ー

ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
ア
ナ
タ
の
近
く
の
ス

タ
ッ
フ
が
 
最
短
１
０
分
前
後
で
サ
～

ビ
ス
を
お
届
け
！
！
」
 

・
「

近
く

に
い

る
か

ら
他

社
よ
り

早
い

 
最

短
１

０
分

で
到
着

 
ア

ナ
タ

の
街

が
拠

点
だ
か

ら
何

か
あ

っ
た

ら
す

ぐ
行
け

る
」
 

・
「
最
短
１
０
分
」
 

・
「
早
さ
ピ
カ
イ
チ
 
身
近
だ
か
ら
、
最
短
１
０
分
前
後
に
到
着
す
る
」
 

・
「

Ｑ
 

窓
の

ガ
ラ

ス
が

割
れ
て

し
ま

っ
た

の
で

す
ぐ

来
て
欲

し
い

。
ど

れ
ぐ

ら
い

で
こ
れ

ま
す

か
？

 
道

路
状

況
や
ス

タ
ッ
フ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
も
よ
り
ま
す
が
、
最
短
１
０
分
前
後
で
現
場
へ
お
伺
い
し
て
い
ま
す
。
通
常
で
も
３
０
分

～
６
０
分
で
お
伺
い
し
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
電
話
に

て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。」

 

・
「
ど
こ
よ
り
も
早
く
！
！
」
 



２４ 

 
 

 
 

 
 

別
表
１
５
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
街

の
電

気
屋

さ

ん
」

と
称

す
る
屋

号

に
よ

る
電

気
ト
ラ

ブ

ル
解
決
サ
ー
ビ

ス
 

平
成

２
８

年
１

１

月
１

４
日

か
ら

平

成
２

９
年

６
月

３

０
日
ま
で
の
間
 

・「
５
０
を
超
す
業
者
サ
イ
ト
か
ら
優
良
業
者
を
１
５
に
厳
選
！

 
即
日
対
応
・
土
日
対
応
の

電
気
工
事
業
者
を
徹
底
比
較
 

早
い
！
安
い
！
施
工
件
数
豊
富
 
顧
客
満
足
度
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
安
心
工
事
業
者
を
探
そ
う
！
」
 

・「
比
較
検
索
と
ラ
ン
キ
ン
グ
で
自
分
に
ベ
ス
ト
な
業
者
を
発
見
！
」
、「

電
気
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た
と
き
、
ど
こ
へ
連

絡
す
れ

ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。

そ
ん
な
方
の
た
め
に
、
全

国
の
優
良
業
者
を
ラ
ン
キ
ン
グ

形
式
で
紹
介
し
て
い
る

の
が
こ
の
サ
イ
ト
。
連
絡
か
ら
の
到
着
時
間
や
料
金
、
対
応
で
き
る
作
業
の
内
容
な
ど
を
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
。
信
頼
で
き

る
業
者
の
み
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
」
 

・
「

当
サ

イ
ト

掲
載

の
基

準
＆

信
頼

性
 

①
５

０
を

超
す

電
気

工
事

業
者

サ
イ

ト
を

吟
味

の
上

、
優

良
業

者
を

１
５

に
厳

選
！

 
②

業
者

サ
イ

ト
に

記
載

さ
れ

て
い

る
情

報
を

隅
々

ま
で

精
査

、
優

良
情

報
を

完
全

に
網

羅
！

 
③

他
社

ア
ン

ケ
ー
ト

サ
イ
ト
を
使
用
し
、
厳
選
し

た
１
５
の
業
者
の
口
コ
ミ
を

調
査
！
 
④
口
コ
ミ
は
誹
謗

中
傷
な
ど
を
除
き
、
依

頼
の
参

考
と
な
る
内
容
の
み
を
公
開

！
 

⑤
電
気
工
事
や
業
者
に

精
通
し
た
管
理
人
が
、
業
者

の
サ
ー
ビ
ス
内
容
な
ど

を
解
説
！
」
 

・「
２
位
 

電
気
の
修
理
屋
さ
ん
」
と
記
載
し
た
上
で
、
当
該
記
載
の
近
接
箇
所
に
、「

街
の
電
気
屋
さ
ん
」
と
称
す
る
屋
号

に
よ
る
電
気
ト
ラ
ブ
ル
解
決
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
画
像
を
掲
載
し
、
ま
た
、「

公
式
サ
イ
ト
」
と
題
す
る

バ
ナ
ー
を

掲
載
し
、
当
該
バ
ナ
ー
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
「
街

の
電
気
屋
さ
ん
」
と
称
す
る
屋
号
に
よ
る
電
気
ト
ラ
ブ
ル
解

決
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
遷
移
す
る
よ
う
設
定
し
て
い
た
。
 

・「
こ
の
サ
イ
ト
に
つ
い
て
 
当
サ
イ
ト
で
は
、
電
気
の
ト
ラ
ブ

ル
に
関
す
る
役
立
つ
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
サ
イ
ト

運
営
が
選
り
す
ぐ
っ
た
優
良
修
理
業
者
の
紹
介
や
、
電
気
や
電

気
工
事
に
関
す
る
知
識
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
」
 

 

別
表
１
６
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

１
 

「
ラ

イ
フ

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
全
国
１
，
０
０
０
箇
所

の
拠
点
」
 

当
該

役
務

を
提

供
す

る
拠

点
の

数
は

お

お
む
ね
２
１
０
以
下
 

２
 

「
ラ

イ
フ

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

・
「
全
国
１
，
０
０
０
箇
所
以
上
の
拠
点
」
 

・「
Ｑ
．
ど
の
エ
リ
ア
に
対
応
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
？
 
全
国
４
７
都
道

府
県
に
、
１
，
０
０
０
店
舗
以
上
の
拠
点
を
持
っ
て
お
り
ま

す
（
２
０
１

当
該

役
務

を
提

供
す

る
拠

点
の

数
は

お

お
む
ね
２
３
６
以
下
 



２５ 

 
 

 
 

 
 番

号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

る
鍵

ト
ラ

ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

ま
で
の
間
 

５
年
６
月
現
在
。
提
携
業
者
含
む
）
。」

 

 

別
表
１
７
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

１
 

「
ラ

イ
フ

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

る
電

気
ト

ラ
ブ

ル
解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
年
間
実
績
１
０
万
件
。
」
 

・
「

年
間

実
績

１
０

万
件

。
ラ

イ
フ

救
急

車
に

は
選

ば
れ

る
理

由
が

あ
り

ま

す
。
」
 

・
「
年
間

実
績
１
０
万
件
」
 

・
「
多
く
の
法
人
様
に
も
ご
依
頼
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。」

と
記
載
す
る
と
と

も
に
、
ダ
イ
ソ
ー
、
ヤ
マ
ダ
電
機
、
ミ
ツ
カ
ン
、
三
井
ホ
ー
ム
、
ブ
ッ
ク

オ
フ
、
エ
イ
ブ
ル
、
ユ
ニ
ク
ロ
、
関
西
電
力
、
日
本
郵
便
、
防
衛
省
、
Ｊ

Ｒ
東
日
本
、
餃
子
の
王
将
、
ヤ
マ
ト
運
輸
、
三
井
の
リ
ハ
ウ
ス
、
ト
ヨ
タ
、

鹿
島
建
設
、
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
フ
ラ
イ

ド
チ
キ
ン
、

読
売
新
聞
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
、
り
そ
な
銀
行
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
、
ほ
っ
か
ほ
っ
か

亭
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
、
国
税
庁
、
羽
田
空
港
、
警
察
庁
、
全
農
、
大
和
ハ

ウ
ス
、
東
芝
、
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、
ミ
ス
タ
ー
ド
ー
ナ
ツ
、
牛
角
、

モ
ス
バ
ー
ガ
ー
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
、
ド
コ
モ
、
ツ
タ
ヤ
、
大
成
建
設
、

日
本
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
、
セ
ブ
ン
ア
ン
ド
ア
イ
、
イ
オ
ン
、
ス
ズ
キ
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
み
ず
ほ
銀
行
、
ａ
ｕ
、
日
産
、
ホ
ン
ダ
、
ゲ
オ
、
高
島

屋
、
び
っ
く
り
ド
ン
キ
ー
、
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
、
ピ
ザ
ー
ラ
、
オ
ー
ト
バ
ッ
ク
ス

及
び
プ
ジ
ョ
ー
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
を
記
載
。
 

・
平
成
２
７
年
及
び
平
成
２
８
年
に
お
け

る
最
多
の
年
間
受
注
実
績
は
４
，
３
５

３
件
 

・
ダ
イ
ソ
ー
、
ヤ
マ
ダ
電
機
、
ミ
ツ
カ
ン
、

三
井
ホ
ー

ム
、
ブ
ッ
ク
オ
フ
、
ユ
ニ
ク

ロ
、
関
西
電
力
、
防
衛
省
、
Ｊ
Ｒ
東
日

本
、
餃
子
の
王
将
、
三
井
の
リ
ハ
ウ
ス
、

ト
ヨ
タ
、
鹿
島
建
設
、
東
急
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
、
り
そ
な
銀
行
、
ほ
っ

か
ほ
っ
か
亭
、
羽
田
空
港
、
警
察
庁
、

全
農
、
大
和
ハ
ウ

ス
、
東

芝
、
ミ
ス
タ
ー

ド
ー
ナ
ツ
、
モ
ス
バ
ー
ガ
ー
、
ド
ン
・

キ
ホ

ー
テ

、
大

成
建

設
、

日
本

ビ
ル

サ
ー
ビ
ス
、
セ
ブ
ン
ア
ン
ド
ア
イ
、
イ

オ
ン
、
ス
ズ
キ
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

み
ず
ほ
銀
行
、
日
産
、
ゲ
オ
、
高
島
屋
、

び
っ
く
り

ド
ン
キ
ー
、
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
、
ピ

ザ
ー

ラ
、

オ
ー

ト
バ

ッ
ク

ス
及

び
プ

ジ
ョ

ー
の

ロ
ゴ

マ
ー

ク
等

に
係

る
事

業
者
等
か
ら
の
受
注
実
績
は
な
い
。
 

２
 

「
ラ

イ
フ

救
急

車
」

と
称

す
る

屋
号

に
よ

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

・
「
年
間
実
績
１
０
万
件
以
上
 
※
２
０
１
４
年
の
１
年
間
」
 

・
「
年
間
実
績
１
０
万
件
」
 

・「
取
材
実
績
 
報
道
番
組
な
ど
で
も
、
弊
社
の
緊
急
対
応
の
様

子
が
放
送
さ

・
平
成
２
６
年
に
お
け
る
年
間
受
注
実
績

は
１
８
，
２
９
８
件
 

・
日
本
テ
レ
ビ
の
「
Ｚ
Ｉ
Ｐ
！
」
と
称
す



２６ 

 
 

 
 

 
 番

号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

実
際
の
内
容
 

る
鍵

ト
ラ

ブ
ル

解
決

サ
ー
ビ
ス
 

ま
で
の
間
 

れ
て
い
ま
す
。
 
日
本
テ
レ
ビ
 
Ｚ
Ｉ
Ｐ
！
 
テ
レ
ビ
朝
日
 
グ
ッ
ド
！

モ
ー
ニ
ン
グ
 
関
西
テ
レ
ビ
 
よ
～
い
ど
ん
！
」
 

る
テ

レ
ビ

番
組

及
び

テ
レ

ビ
朝

日
の

「
グ
ッ
ド
！
モ
ー
ニ
ン
グ
」
と
称
す
る

テ
レ

ビ
番

組
か

ら
の

取
材

実
績

は
な

い
。
 

 

別
表
１
８
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
ラ

イ
フ

救
急
車

」

と
称

す
る

屋
号
に

よ

る
鍵

ト
ラ

ブ
ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
高
い
満
足
度
を
継
続
達
成
中
！
」
 

 

別
表
１
９
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
ラ

イ
フ

救
急
車

」

と
称

す
る

屋
号
に

よ

る
電

気
ト

ラ
ブ
ル

解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

・
「
全
国
１
，
０
０
０
箇

所
の
拠
点
か
ら
最
短
１
５
分
で
お
伺
い
し
ま
す
。
」
 

・
「
即
日
対
応
 
１
５
分
で
駆
付
」
 

・
「

最
短
１
５
分
で
駆
け
つ
け
 
ご
連
絡
か

ら
即
日
で
現
場
ま
で

お
伺
い

い
た
し
ま
す
。
」
、
「
お
客
様
か

ら
の
ご
連
絡
に
即

日
で
対
応
。
お
電
話
か
ら
最
短
１
５
分
で
現
場
へ
到
着
し
、
作
業
を
開
始
い
た
し
ま
す
。
２
４
時
間
３
６
５
日
い
つ
で
も

素
早
く
駆
付
け
ま
す
。」

 

・
「
ど
こ
よ
り
も
早
く
駆

付
け
」
 
 

２
 

「
ラ

イ
フ

救
急
車

」

と
称

す
る

屋
号
に

よ

る
鍵

ト
ラ

ブ
ル
解

決

サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
４

月

１
日

か
ら

平
成

２

９
年

２
月

２
５

日

ま
で
の
間
 

「
全
国
１
，
０
０
０
箇
所
以
上
の
拠
点
か
ら
、
最
短
１
５
分
で
駆
付
け
ま
す
！
」
 

   



２７ 

 
 

 
 

 
 

別
表
２
０
 

番
号
 

役
務
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

１
 

「
ラ

イ
フ

救
急
車

」

と
称

す
る

屋
号
に

よ

る
電

気
ト

ラ
ブ
ル

解

決
サ
ー
ビ
ス
 

平
成

２
８

年
１

１

月
１

４
日

か
ら

平

成
２

９
年

６
月

３

０
日
ま
で
の
間
 

・「
５
０
を
超
す
業
者
サ
イ
ト
か
ら
優
良
業
者
を
１
５
に
厳
選
！

 
即
日
対
応
・
土
日
対
応
の

電
気
工
事
業
者
を
徹
底
比
較
 

早
い
！
安
い
！
施
工
件
数
豊
富
 
顧
客
満
足
度
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
安
心
工
事
業
者
を
探
そ
う
！
」
 

・「
比
較
検
索
と
ラ
ン
キ
ン
グ
で
自
分
に
ベ
ス
ト
な
業
者
を
発
見
！
」
、「

電
気
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た
と
き
、
ど
こ
へ
連

絡
す
れ

ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。

そ
ん
な
方
の
た
め
に
、
全

国
の
優
良
業
者
を
ラ
ン
キ
ン
グ

形
式
で
紹
介
し
て
い
る

の
が
こ
の
サ
イ
ト
。
連
絡
か
ら
の
到
着
時
間
や
料
金
、
対
応
で
き
る
作
業
の
内
容
な
ど
を
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
。
信
頼
で
き

る
業
者
の
み
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
」
 

・
「

当
サ

イ
ト

掲
載

の
基

準
＆

信
頼

性
 

①
５

０
を

超
す

電
気

工
事

業
者

サ
イ

ト
を

吟
味

の
上

、
優

良
業

者
を

１
５

に
厳

選
！

 
②

業
者

サ
イ

ト
に

記
載

さ
れ

て
い

る
情

報
を

隅
々

ま
で

精
査

、
優

良
情

報
を

完
全

に
網

羅
！

 
③

他
社

ア
ン

ケ
ー
ト

サ
イ
ト
を
使
用
し
、
厳
選
し

た
１
５
の
業
者
の
口
コ
ミ
を

調
査
！
 
④
口
コ
ミ
は
誹
謗

中
傷
な
ど
を
除
き
、
依

頼
の
参

考
と
な
る
内
容
の
み
を
公
開

！
 

⑤
電
気
工
事
や
業
者
に

精
通
し
た
管
理
人
が
、
業
者

の
サ
ー
ビ
ス
内
容
な
ど

を
解
説
！
」
 

・
「
３
位

 
ラ
イ
フ
救
急
車
」
 

・「
こ
の
サ
イ
ト
に
つ
い
て
 
当
サ
イ
ト
で
は
、
電
気
の
ト
ラ
ブ

ル
に
関
す
る
役
立
つ
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
サ
イ
ト

運
営
が
選
り
す
ぐ
っ
た
優
良
修
理
業
者
の
紹
介
や
、
電
気
や
電

気
工
事
に
関
す
る
知
識
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
」
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